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日時：平成21】年11月4日（水）10：00（目途）～12：00  
会場：厚生労働省専用第18～20会議室（17階）  

中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会（第144回）  

議事次第  

平成21年11月4日（水）  

於 厚生労働省  

専用第18～20会議室  

議 題  

O DP Cについて  

○ 病院勤務医の負担軽減について  

○ 精神医療について  

○ その他   



】・【1医協 診－1－1  

21 11．4  

DPCにおける調整係数の廃止及び  
新たな機能評価係数の設定について  

1 考え方  

○ 調整係数は、DPC制度の円滑導入のため設定されたものであり、   

（1）出来高制度から包括制度へ移行する際の、激変緩和としての  

前年度並の収入確保   

（2）重症患者への対応能力・高度医療の提供能力等、診断群分類  

に基づく評価のみでは対応できない病院機能の評価   

などの役割を持っている。  

○ 平成20年12月17日の中医協・基本問題小委員会（以下、基本小   

委）の合意において、（1）の役割については段階的に廃止し、（2）   

の役割については、代わって、新たな機能評価係数として評価するこ   

ととされた。  
当  
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L旦玩準邸旦腰黎ヱ；機能評価係数1漫筆埜乳；  

摺車重車重轍  

2 今般の特別調査について  

○ この新たな機能評価係数の具体的項目等については、基本的考え方   

（参考資料）に従い、DPC評価分科会において検討を進めてきた  

ところ。   

○ その際、「救急医療」や「チーム医療」などが項巳として挙げられ、 ノ  

これらの妥当性、評価の基準や程度を検討するため、今般特別調査  

を実施した。  

○ 本日はその結果の一部をグラフ等の形で、中間報告的にお示しすろ  

ものである。   

3・今後の検討  

DPC評価分科会において、引き続き結果の分析を進め、具体的項   

目について検討し、その結果は適宜基本小委に報告する。   



中医協 診－・1－－2  

21．11．4  

診調組 D－2  
21．10．0 5  

■調査対象期間こ平成21年7月27日～8月2日のフロ間  

平成21年度調査   

新たな機能評価係数に係る特別調査  

集計結果（速報）   



病院票 間3救急医療の従事者敷く医師）   
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病院票 間3救急医療の従事者数（看護師）   

0ヽ  20ヽ  40＼  601  80＼  1∝八  

□0人 …・2－3人 肝心 ロ8人以上 

病院票 間3救急医療の従事者数（薬剤師）  
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病院票 問4診療科の有無   

l  l  －l  ●l  ；l  l▲l   

外科  

整形外科  

樗環器科  

麻酔科  

泌尿単科  

蛸神経外科  

消化禅科  

小児科  

眼科  

放射綿胴  

皮膚科  

耳鼻咽喉利  

呼吸禅科  

リハビリテーション科  

東沖人科  

神経内科  

心慮血書外科  

救急部科  

形成外科  

精神科  

呼吸器外科  

リウマチ科  

婦人科  

小児外科  

産科  

心療内科  

アレルギー科  

神経科  

・あり  ロなし  

」
¶
 
 
 



10   



29．0  

12   11  



13  14   



1
 
 

16   15  

1  



17  18   



20   19  



21  22   



24   23  

t r 



26   25  



病院票間用職種別DPC算定病床数に対する  
延べ病棟勤務時間（本調査期間中常勤および非常勤職員）   

仇  201  4仇  6仇  8仇  100％  

2．  Tl  

18．8l  0．7l  

※DPO井定病床凱こ対する延べ病棟勤務時間の割合＝延べ病棟勤務時間乃PG算定病床数  
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n（診療科数）＝4717（無効回答数＝29）  

施枚数＝1608  

∩＝4714（無効回答数＝3）  
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箱ひげ図の見方  中医協 診－1－3  

21．11．4  

診調組 D－3  
21．10．26  
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新たな機能評価係数に係る特別調査  

■調査対象期間：平成Zl年7月27日～8月2日の7日間   

■調査対象施設、  
内訳   施設数   備考   

調査票配布   1．818  

調査乗回収   1．608  
未提出   8  （うち、3施設は調査票配布後にDPC準備病院を辞退）   

■今回の集計対象施設内釈  
明査票が回収された施敗のうち、平成21年度DPO準備病院を除いた、平成21年7月  
時点でのDPO対象病院ならびにDPC準備病院とする。  

救急医療の提供体制   



救急医療従事者（医師）  

1．DPC対象患者のうち救急車搬送あ．りの患者数  2二DPC対象患者のうち救急車搬送ありの患者割合   

（人）   

医療計画における役割   

1．DPC対象患者のうち救急車搬送ありの患者数  2．DPC対象患者のうち救急車搬送ありの患者割合  
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れ■■■徒事暮（■書）  

（〔  
【  Ⅱ  皿  Ⅳ  Ⅴ  

く∩ユー11）  （棚）  小河l】）  （lFl）  （が咤l）  

■■■■t■t（■■】  

初期欄■   ＝決♯亀   三次徽■    その他  
（鮮lむ    （臍t．2∞〉    h曽田○〉     h■lむ  

■■廿t■に－引ナる甘れ  
望紆 淵 吉野  

■■柑■におけもR¶  
モの鴫 h可む  救急車搬送ありの患者数および救急車搬送ありの患者割合は、平成20年虎一月－12月退院患者調査データより集計した。  

敢急医療従事者の区分は以下のとおり。   
Ⅰ平日摸夜、平日深夜、休日日中の全ての時間帯において、専従の従事者がいる。  
Ⅱ平日準夜、平日深夜．休日日中のうち、1・－2つの時間＃において、専従の従事者がいる。   
Ⅲ平日準夜、平日深夜、休日日中に、専従の従事者はいないが、兼任の従事者がいる．   
Ⅳ平日準夜、平日深軋休日日中に、書従もしくは兼任はいないが、オンコールの従事者がいる。   
Ⅴ全ての時間帯において、敷息医療の従事者はいない。  

丁  

讃  
1 救急事搬送ありの患者数および救急車搬送ありの患者割合は、平成20年虎7月－12月退院患者研童子ータより集計した。  

2 間1の救急医療提供体制を棟数選択した施設については、上位の提供体制を用いて集計した。  
（例＝初期救急と二次救急を選択した施設は・ニ次救急とする。）8  

救急医療従事者（看護師）  

1．DPC対象患者のうち救急車搬送ありの患者数  2．DPC対象患者のうち救急車搬送ありの患者割合  

（人）   

救急医療の提供日数  

1・DPC対紺青？うチ救急車搬送ありの患者数   2・DP欄急患者のうち救急車搬送ありの患者割合  

D
P
の
＃
＿
■
■
の
う
ち
菩
の
圭
一
 
 
 

仙  

川  

○
つ
e
蔓
l
＿
の
’
ち
蝕
主
要
り
の
圭
 
 

l  Ⅱ  ℡  Ⅳ  
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祭器芽戯冒巳腰島腰畠蓮根悪 詔野  
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野島腰昆放匿名 詔牙  房増野の餅冒。腰昆。野島訪露∃       以上）  －†l日  舞礪）  なし  
h】⇒む  集虞）  山王瑚  （l騨11〉  
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t■■■の穐銚日義  

謳  
1 赦急阜搬送ありの患者勤および救急ヰ搬送ありの患者割合は、平成20年度丁月～12月退院患者偶査データより集計した。  

2 救急医療従事者の区分は以下のとおり。  
Ⅰ平日準夜、平日深夜、休日日中の全ての時間帯において、専従の従事者がいる。  
Ⅱ平日準夜、平日深夜、休日日中のうち、1・－2つの時間帯において、専従の従事者がいる。  
Ⅲ平日準夜、平日深夜、休日日中に、専従の従事者はいないが、兼任の従事者がいる。  
Ⅳ平日準夜、平日深夜、休日日中に、専従もしくは兼任はいないが、オンコールの従事者がいる。  
Ⅴ全ての時間帯において、救急医療の従事者はいない。                                                            l  

戴  

1 救急車搬遷ありの患者数および救急車搬送ありの患者割合は、平成20年虔7月－12月退院患者調査データより集計した。  

2 救急医痍の提供日数1ま、平成21年丁月における体制をもとに集計した。  

l  



救急医療従事者（臨床検査技師）  

1．DPC対象患者のうち救急車搬送ありの患者数  2．DPC対象患者のうち救急車搬送ありの患者割合   

（人）  

救急医療従事者（薬剤師）  

1．DPC対象息者のうち救急車搬送ありの患者数  2．DPO対象患者のうち救急車搬送ありの患者割合   

（人）  

宅
C
対
＿
▲
書
の
う
ち
膿
＿
暮
要
‖
ゐ
▲
書
＿
 
 
 

m
 
 

伽
 
 

D
P
C
対
＿
▲
書
の
う
ち
徽
麦
寄
の
l
■
蠍
 
 

1  1  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ  
（n三〇さl）  仇■117）  （〟可＝41   hアユ之8）  （肝】1川）  
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t▲■■従事書（暮州巾）  

（。」幻 （品 （∩遥，）（岬認。）（。品）  （佃む （。〉 （。；．〉 （n三。〉 （  

た▲■徽従事書（■床撫霊技師）  れ▲医療往事書（臨床檎t捜腐）   

業  

1救急車搬送ありの患者数および救急車搬送ありの患者割合は、平成20年虔7月－12月退院患者調査データより集計した。  

2 救急医療従事者の区分は以下のとおり。  

Ⅰ平日準夜、平日深夜、休日日中の全ての時間帯において、専従の従事者がいる。  
Ⅱ平日準夜、平日深夜、休日日中のうち、1－2つの時間帯において、専従の従事者がいる。  
皿平日準夜、平日深夜、休日日中に、書従の従事者はいないが、兼任の従事者がいる。  
Ⅳ平日準夜、平日深夜、休日日中に、専従もしくは兼任はいないが、オンコールの従事者がいる。  
Ⅴ全ての時間帯において、救急医療の従事者はいない．  

‖  

舛  
1救急車搬送ありの患者数および救急皐搬送ありの患者割合は、平成20年度7月－12月退院患者調査データより集計した。  

2 救急医虎従事者の区分は以下のとおり。  
Ⅰ平日準夜、平日深夜、休日日中の全ての時間帯において、専従の従事者がいる。  
Ⅱ平日準夜、平日深軋休日日中のうち、1－2つの時間帯において、専従の従事者がいる。  
Ⅲ平日準夜、平日深夜、休日日中に、専従の従事者はいないが、兼任の従事者がいる。  
Ⅳ平日準夜、平日深夜、休日日中に、専従もしくは兼任はいないが、オンコールの従事者がいる。  
Ⅴ全ての時間帯において、救急医療の従事者はいない。                                                        l  

救急医療従事者（臨床工学技師）  

1．DPC対象患者のうち救急車搬送ありの患者数  2．DPC対象患者のうち救急車搬送ありの患者割合  

（人）   

救急医療従事者（放射線技師）  

1．DPC対象患者のうち救急車搬送ありの患者数  2，DPC対象患者のうち救急車搬送ありの患者割合   

（人〉   
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Ⅰ  ∬  Ⅱ  Ⅳ  Ⅴ  
（∩弓む   （n＝8）   h三lOT） （lド818）  くn＝占Tl〉  

畿▲■療像事●（■床工事捜岬）  

Ⅰ  Ⅱ    ． Ⅱ  Ⅳ  V  
h＝2之）   （爪＝8〉    仇≡Ⅷ7）  （畔128）  （∩＝ち71〉  

♯▲■■徒事讐（ll床工掌紋II）  

Ⅳ  
Ⅰ     Ⅱ     Ⅱ      山一71〉  （n－81） （爪尋㈹） （れ司10）  

れ■■■慎事●（撫椚■枚■）   

Ⅴ  （∩＝ユl）  
℡  Ⅱ  Ⅳ  

（∩＝い）  小E880）  h＝2抑）  

緻t■■従事薯（放射Il扶輝）  

V  h司○〉  】  （n＝171）  

渾  
1 救急車搬送ありの患者数および救急車搬送ありの患者割合は、平成20年鹿丁月－12月退院患者調査データより集計した。  
2 救急医療従事者の区分は以下のとおり。  

Ⅰ平日準夜、平日深夜、休日日中の全ての時間帯において、専従の従事者がいる。  
Ⅱ平日準夜、平日深夜、休日日中のうち、1－2つの時間帯において、専従の従事者がいる。  
皿平日準夜、平日深層、休日日中に、専従の従事者はいないが、兼任の従事者がいる。  
Ⅳ平日準夜、平日深夜、休日日中に、専従もしくは兼任はいないが、オンコールの従事者がいる。  
Ⅴ全ての時間帯において、救急医療の従事者はいない。  

ほ   

救急辛搬送ありの患者数および救急車搬送ありの患者割合は、平成20年鹿7月～12月退院患者調査データより集計した．  
救急医療従事者の区分は以下のとおり。   

Ⅰ平日準夜、平日深夜、休日日中の全ての時間帯において、専従の従事者がいる。   
Ⅰ平日準夜、平日深夜、休日日中のうち、1・・2つの時間帯において、専従の従事者がいる。   
Ⅲ平日準夜、平日深夜、休日日中に、専従の従事者はいないが、兼任の従事者廿いる。   
Ⅳ平日準夜、平日深夜、休日日中に、専従もしくは兼任はいないが、オンコールの従事者がいる。   
Ⅴ全ての時間帯において、救急医療の従事者はいない。                                                   10  



診療科の数  

5，平日深夜＿専従か兼任ありの診療科数  

診療科の数   

1∴診療科の数  4．平日深夜＿専従ありの診療科数  

＿
 
 
 
 
■
 
 

＿
＿
■
 
 

l■l● ▼日■1事僕か鸞住もVO■■れ徽  

瀬  

1 平8深夜＿専従ありの診療科数：平日深夜に専従の救急医療従事者がいる診療科数  

2 平日深夜＿専従か兼任ありの診療科数：平日深夜lこ専従か兼任の救急医療従事者がいる鯵無料救  

1J  

′／   

診療科の数  

7．休日日中●専従か兼任ありの診療科数  

診療科の数  

3．平日準夜＿専従か兼任ありの診療科数  

（▲■】  

8．休日日中■専従ありの診療科数  2．平日準夜●専従ありの診療科数  

（1牧）  （祐牧）  

剛
 
 
 
…
 
 
 
仰
 
 
 
 
脚
 
 

＃
投
■
 
 

ー
 
 
…
 
 
 
岬
 
 
 
l
 
 

露
 
 

I■       ll  

平日■t事慎か薫仕■りの■tれ書  

休日日中＿■書か義任■りの■▲科■  ▼8■L●雛あVの■■れ■  

※  

1 平日準夜＿専従ありの診療科数：∵平日準夜に書従の敷急眉療従事者がいる診療科数■  

2 平日準夜＿専従か兼任ありの診療科数：平日準頓に専従か兼任の救急医療従事者がいる診療科散  

※  

1 休日日中＿書従ありの診療科数：休日日中に専従の救急医療従事者がいる診療科数  
2 休日日中＿専従か兼任ありの診療科数：休日日中に専従か兼任の救急医療従事者がいる診療科数  

Il   



初期救急患者数   

1・DPC対象患者のうち救急車搬送ありの患者数  2．DPC対象患者のうち救急車搬送ありの患者割合  

三次救急患者数   

1・DPC対象患者のうち救急車搬送ありの患者数  2．DPC対象患者のうち救急車搬送ありの患者割合  

ロ
ー
C
鮒
圭
曹
の
う
ち
♯
▲
暮
雲
り
の
▲
＿
＿
食
 
 

D
P
C
封
書
の
う
ち
徽
章
u
ツ
の
＿
書
割
合
 
 

（〉  

20人未満  20－10人  
（○人を輸く）  木賞  
（ntl．以力） （∩可t2）  

鴨■t■■t■  

佃－10人  ●0人山上   

乗鶉   （∩；80）  
（∩；】06）   

（棚，20某省人 ㈹芸芸人 ■鵠紆  
山一l．∝氾〉   く炉〇ほ】  （nt叩5】  

れ■t■■■■  

（J餓）－芯聖域満 治肘 h司柑8）  

三貴■■▲■■   
（n空‰ （J誹）1謀計         （炉508）  

三次れ▲■●数  

2人以＿上  （n＝りコ）  

滅 救急車搬送ありの患者数および救急車搬送ありの患者割合は、平成20年卸月～12月退院患者調査データより集肝した。  

1丁  

灘 救急車朋送ありの患者数および救急車搬送ありの患者割合は・平成20年虔7月～12月退焼鳥青桐査データより集計した。  

l，  

二次救急患者数   

11DPC対象患者のうち救急車搬送ありの患者数  2．DPC対象患者のうち救急車搬送ありの患者割合  

救急外来におけるトリアージ体制  

2・DPC対象患者のうち救急車搬送ありの患者数  1，トリアージ体制の有無  

望
月
こ
空
事
■
■
の
う
も
れ
重
曹
り
の
＿
書
■
 
 

…
 
 
 
㈱
 
 

匿■のみ 書は■のみ 芦川わり＋  モの他  

（忍）（∩弘「禁酢り（∩瑚  
トリ丁－ジ  

体¶なし  （n■14丁）   
搬）（訟甜こ｝ ■「ユ豊吉礪1訟賂ヒ        h＝川48）  

ニ★t■■■t  

（れ＝1．Ml）  （最熱．「諜粁  
ニ女t■■●■  

10人以上  （∩＝ll）  

t■外集にねlナるトリ丁－ジー¶  

嵩  

1間1の救急医痍捷供体制を複数選択した施設については、上位の提供体制を用いて集計した。   

（例：初期救急と＝次救急を選択した施設は、ニ次救急とする。）  

2 救急層朋送ありの患者数は、平成20年虔7月－12月退暁届書調査データより集計した。  

20  

媚 救急車搬送ありの患者数および救急車搬送ありの患者割合は、平成20年虎7月～12月退院患者調査データより集計した。  

用  



救急外来におけるトリアージ体制   

3．DPO対象患者のうち救急車搬送ありの患者割合  4．初期救急患者数平均  

診療ガイドラインを考慮した  

診療体制確保  

1  

（臍dイ1）  ■斬み 書彗貯み 署鵬墓石 （nt瞳り   細○）  （押し弘l〉  

●■外■にねけもトリ丁－ジ体¶  

薫 1救急車搬送ありの患者割合は、平成20年鹿7月－12月腺院患者間査データより集計した0  
2 初期救急患者数平均は、本調査期間における1施設あたりの初期救急患者数平均○  

量l  

どの程度診療ガイドラインを  

重視しているか  

平均在院日数  

医療の標準化を進めるため  
取り組んでいること  

平均在院日数  

救急外来におけるトリアージ体制  

6．三次救急患者数平均  5．ニ次救急患者数平均  

■内クリニカル ■丘ガイドライン  モの愴  鯵徽ガイドウイン  
剛野”雲脚拙5 ま湖P ■描冠  忍野  一冊用ク号数軌 仰）                           れ用  

（∩一1．畑）  

■■の■事化t▲めもためれり1んでいること  

凝 平均在院日銀は、平成20年度了月－12月退院患者調査データより集計した。  

21  

ぷ）（邁誌）Ⅶ狩り 佃●） 昔i  
■■外▲におけ■トリアーク体■  ■陥て 鯵整軍票雷に 抑詫た子は 訝普 （州）    h■ち㈹〉    （lI－伯）  

どの■よ■■ガイドラインt暮1している力ヽ   

＃ ニ次ならびに三次救急患者数平均は、不調査期間における1施設あたりの二次ならびに三次救急患者数平軌  

！2  



診療ガイドラインに沿わない診療を  

行う場合の適否の判断方法  

平均在院日数   

（日）   

患者用クリニカルパスの数  

平均在院日数  

医療者用クリニカルパスの数  

平均在院日勤  

（日）   

IllO  

10．88  

1l．1q 毒  
…  

世  Il，q0  

10．00  

l，Oq  

】l一Od  

l001  

▼  
・l・・  

ltl■  

‖〉00  

伸
 
 
 
 
叫
 
 
 
陶
 
 

平
均
‡
■
日
＿
 
 

ホ快が  嬢散の 鯵薇科竃の抜出匿師 特に決めて その他   
カン佃’濃；‘醐  

カンフ丁レン  
（∩三20コ）  

鯵ホガイドラインに沿わない鯵轟音行う寸書のi育の明断方法   

淡 平均在院日数は、平成20年鹿7月－12月退院患者調査データより集計した。  

ヱ5  

○件   1－ら8件  50・－1叩件 100－1SO件 150件以上  
（∩＝Z5）    素三｛     集嫡     木三｛   （∩且1聞）  

（lP758）  （∩一■†封  （nt】，8）  
丘■暑用クリニカルバスの■  

※ 平均在院日数は、平成20年康7月－12月退院患者調査データより集計した。  

2－  

○件   1・・50件  SO－1叫件 100－t50件 1如件以上  

（∩・噌p）   乗鋼    索縞    未満    h＝IO†〉  

小三陀丁）   h＝3丁4）  （n■川丁）  

■専用クリニカルパスのIk  

医療者用クリニカルパスの  

対象となった患者割合  

平均在院日数  

（日）  

患者用クリニカルパスの  

対象となった患者割合  

平均在院目数  

（日）  

院内でのクリニカルパス利用状況  

（盈） 王統彗 …京菜去：荒業嘉        脾く〉   （∩可31）  （n－ユ引）  

（n一加之）  

■1t■用クリニカルパスの対1となった▲書書l倉  

8劃以上  （l戸】11）  
なし   2れ乗薫  2劉以上   4れ以上   8割以上  

（∩＝QD）  （なしを  1刑木鶏  l納薫れ   くn亡川5）  

Mlく）  （∩巧79）  （∩；81一り  
山上138）  

▲書用クリニカルパスの州tとなゥた▲書割合  

韮  
1 平均在院日数は、平成20年度7月～12月退院患者間宣子ータより集計した。  
2 ケノニカル／くスの対象となった患者割合は、本調査期間中に入院したDPO対象患者のうち、クリ＝カル／くス対象となった患者割合。   

（クリニカルバスカく0件の施設を除く）  

28   



DPC算定病床あたりの病棟勤務時間（薬剤師）  

2．後発医薬品使用割合  1．平均在院日数  

人員配置とチーム医療  

山＝41】）  
hj。〉 諸漬）○・岩甜＝・●遣吉行1a鵠畠  

DPG暮た■＃わたりの■繍l相川冊（1州■）  
（臍11？〉  

く品 堤防 m2誼誘縞○・闇市■ 謎誠  

DP（〉事大■＃あたりの■撫n轟■M（暮州■）   

淡  
1 平均在院日数ならびに後発医薬品使用割合は、平成20年丘7月－12月退院点者椚王子ータより集計した。  
2 DPO井定病床あたりの病棟勤務時間：本罰査期間中における、常勤および非鷲勤職員の延べ病棟勤務時間／DPO算定病床劇  

It  

DPC算定病床あたりの病棟勤務時間（薬剤師）   

3．カルバベネム系等の抗生物質を投与した患者割合  4．薬剤管理指導料算定割合   

診療科単位のカンファレンス  病棟単位のカンファレンス  

平均在院日数  平均在院日数  

（鰐ふ） 匝蒐．〉  h為）  
ll土井■愴のカシフγレンス  

Ⅱ  Ⅱ  】y  

h■t．04切    h＝2qわ    （¶戸13〉  

●l書■拉○カシフ丁レンス  ○   （I．2禾猫  0．之－0．I未濱 0l－0．0集濃  0」以上  
（∩＝1ユ）  （○書■く） （ルヨ‖は〉  （膵＝I01） （戚？○〉      （咋1tT）  

DPO暮彙■床あたりの■暮■鶉■M（豪州■）  

l   0．！未満 0．2一札4集賞 8．l－0．8木蠣  0．1以上  
山王1】）  （○壷■く）  hヨは8） （押≡aOり  （lF3丁朗  

（∩≡一打）  

OPO事t■床あたりの■檜山精特用（義州■）  
平均在碗日蝕は、平成20年虎7月－12月退院患者鯛宣子ータよりよ計した。  
診療科単位ぉらぴに病棟単位のカンファレンス区分は以下のとおり。  

Ⅰ なし   
Ⅱ 医師、書旗臥書経師以外の専門せによるカンファレンスあり   
Ⅲ 医師、看雄師、看護師以外の専門機によるカンファレンスはない机医師と看擾師によるカンフ丁レンスはあり   
Ⅳ 医師、看護師、看雄師以外の専門職l＝よるカンファレンスはないが、医師と看往師以外の専門職によるカンファレンスはあり  

：柑  

カルバベネム系等の抗生物∫を投与した患者調合ならびに薬剤管理柑ヰ料井定割合は、平成2D年度丁月－12月退院患者鯛査データより集計した．  
カルパペネム系等の抗生物井を投与した患者割合とは、抗生物rを投与した患者のうち、カルバペネム系または第4世代セフエム系の抗生物質   
を投与した患者の割合。  

3 DPC算定病床あたりの病棟勤務時間：本調査欄憫中における、常勤および非常勤書1の延べ病棟勤務時間／DPC算定病床数                                                     3量   
巨
▲
、
q
勤
 
 



病棟での勤務状況  
（管理栄養士）  

DPC算定病床数  

DPC算定病床あたりの病棟勤務時間（管理栄養士〉  

2．入院栄養食事指導料算定割合  

病棟での勤務状況  
（社会福祉士）  

DPC算定病床数  
1．平均在院日数  

h＝1．ほ1） （∩三2叫）  山王〃〉  
（【』，）・品甜）○・霜一 8・霜鳥 ℃恕  

DPC雷土■慮あたりの■揮血書■M（サー集■士）  

（れみ 品評）望遠■ ○宝遥・8  
h＝1．124〉  （貯ま11）  （府用  

DP（】算定■床あたりの■糠鴫群峰Ⅶ（tttl士）  

吼l£l上  （∩∃l之〉  

（蕊） 三野 三雲岩孟私娼告宝都，川熱票管▲      （ntl¶）   いる    いる   （n与17）              （ 
れf711）  （n…之之8〉  

■撫での勤♯状況（■叫集■士）  

なし  （n三82〉  
2み10 
幣幣稟君岩姦乱射絡粁！         いる     いる   （∩＝18）  

（∩；引0）  h可02）   

■繍でのn古株況（社食樽牲土）  

…君岩姦乱射絡10町営■  

華  
1平均在院日数ならびに入院栄暮食事相即斗井定割合は、平成20年度丁月－12月退院患者調査データより集計した．  
2 DPO算定病床あたりの病棟勤務時間：本調査期間中における、常勤および非常勤職員の延べ病棟動拝時間／DPC算定病床数  

粥  

＃  

1 DP（⊃算定病床数は、平成21年丁月時点の病床凱  
2 病棟での勤務状況とは、常勤職員のうち、病棟に勤務している職員について、本調査期間中の病棟での勤務状況。  

ユl   

DPC算定病床あたりの  
病棟勤務時間（社会福祉士）  

平均在院日数  

（日）  

病棟での勤務状況  
（薬剤師）  

DPC算定病床数  

なし  （n＝用）  

1慌㍗ よ告錆猥一蹴腺 （n三283）   いる    いる  

（∩＝l岬） （∩＝叫1）   

■すでの山蓼状況（暮舞l■）  

川軒驚Å  （n＝tlO）  

（r戸110）  
（畔㌫。〉 品抑〉0・儲紺∵・一題紆l㌍粘  

DP〔〉纂建■床あたりの■棟勤ホ書間（せ■穐t土）  

※  
1 平均在院日数は、平成20年虔7月～12月退院患者調査データより集計した。  
2 DPC算定病床数は、平成21年一月時点の病床数。  
3 DPC井定病床あたりの病棟勤務時間：本調倭期間中における、常勤および非常勤椎貝の延べ病棟動甥時間／DPC算定病床数  
4 病棟での勤務状況とは、常勤職員のうち、病棟に勤様している随員について、本調査期間中の病棟での勤務状況。  

3l  



中医協診－2－1  

21．6．24  

診調組D－4  

21．6．19  
診調組D－6  

21．6．19   

中医協診－2－2  

21．6．24  

A項目における新たな機能評価係数の  

候補の絞り込みに当たっての考え方（案）  
「－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－一一－●●■■●■■■－－●●●■■一一一一■一一一－－－－■－－■■■■  

l  

；評価するべき項目  

：（1）診断群分類点数表では、評価が困難である、若しくは、当該DP  
c病院において、特別にコストがかかっているもの  

一 

とが妥当な  

もの  

；（4）地域として必要な機能と思われるもの  

‡（5）既に十分なデータがあるもの、又は容易に調査可能なもの  
：（6）新たな機能評価係数とすることについて、比較的合意が得られ  

やすいもの  

新たな「機能評価係数」に関する基本的考え方  
「‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

1DPC対象病院は「急性期入院医療」を担う医療機関で  

ある。新たな「機能評価係数」を検肘する際には、「急性  
期」を反映する係数を前提とするべきではないか。  

2 DPC導入により医療の透明化・効率化・標準化†其の  

向上等、患者の利点（医療全体の其の向上）が期待でき  
る係数を検肘するべきではないか。  

l …3DPC対象病院として社会的に求められている機能・役  

割を王祝するべきではないか。  

l …4地域医療への干献という視点も検附する必要性があ  
；（7）機能評価係数として評価した場合に、病院での診療や診療報酬；  るのではないか。  

の請求において、問題が生じにくいもの  
という連続  5 

し  

準により段階的な評価  て   

甥  

l  

l  

t  

：（参考）  

；（1）『調整係数が果たしていた役割のうち、「（1）前年度並の収入確  
してはどうか。  評価の導入につい   

保」については廃止することとし、「（2）現在の機能評価係数のみ  規  
制  

数
 
 

係
 
 

㌔
 
 

ぬ
佃
 
 
 

■  
では対応できていない病院機能の評価」については、新たな「機能；  
評価係数」として評価できるものを検討する。』  

（平成20年12月12日中医協・基本小委において承認）‡                                                                             l  

6£滞県鳥冨沢撃璃踏  
7孟郷脚漕雪駄チ附することが壷当なも  

…（2）調整係数の廃止に当たっては、激変緩和を目的とした段階的廃：  
止を実施することとされている。  

（平成21年3月25日串医協堪本小委において承認）；  
l  

l  

l   

l  

l  

1  

I＿＿＿＿＿＿＿＿＿■＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿－■●■t■t－t一－－一－－－－－－－－－－－－－－－－t－－－－－－－1   

※A項目：平成21年4月15日 中医協・基本問題ノ小委員会において、『新たな「機能  
評価係数」に関する検討の整理』において、「A．DPC対象病院において評価  

を検討するべき項目」として分類された項目   

l．＿■■．－．－■■－■■■■■－■●■■●■－－■■●■■■■■■一一・－■－■t■■■■■一■一－■●■－■■－－－■－■－■－●■■■●－■■■■■－－■■■■■■t■－■■■  

※ 平成20年12月17日 中医協・基本問題小委員会において承認  
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中匡協 診－1・・，・，2  

21． 7 － 15  

Ⅱ．次期改定での導入を検討するため、更にデータ分析や追加の調査を実施すべき  
とされた項目  

●：特別調査を行う等で医療機関の負担が少なく速やかにデータを把握すること  
が可能と考えられる相模   
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U PC評価分科会樫山資料  

「平成引年度靴生新たな機能騨価係数lこ係る楕別間査」憫査れ  

（調査対象期恥平成21年7月2丁日（月）－8月2日く日）の7日間）   

本調査黒は病院黒です。医療機関としての方針および体制について、  

ご回答をお願いします。  

国政急医舶捷軋ている日について、轡医如従事者敢をお答えください。  

（人数を入力）  

職種   平日準夜  平日深夜  休日日中  

専従  兼任  オンコ  

ー／レ   ール   ー・ル   

医師   人  人  人  人  人  人  人  人  人   

看謹師   人  人  人  人  人  人  人  人  人   

薬剤師   人  人  人  人  人  人  人  人  人   

放射線技師   人  人  人  人  人  人  人  人  人   

臨床検査技師   人  人  人  人  人  人  人  人  人   

臨床工学技師   人  人  人  人  人  人  人  人  人   

■1・救急医療中提供体制についてお聞きします。   

匝］貴院ゐ救急医療の捷供体制につし、て、各自治体で作成された医療計画における役割をお  

答えください。（平成21年7月27日現在）  

（選択肢より選択）（複数選択可）  

1．初期救急（休日・夜間急患センター等、初期救急医療を担う）  

2．ニ次救急（救急病院等、入院を要する救急医痍を担う）  

3．三次救急（救命救急センター・衰度救命救急センター等）  
4．その他（自由記載：  ）   

匝司間1で回乱た救急医療提供体制は、輪番日のみの対応ですか、それとも毎日提供してい  

る体制ですか。  

■ヨ  ※専従とは、各時間帯において、救急医療のみに従事している職員。   

兼任とは、救急医療とその他の診療業務等を兼務している職長。なお、救急患者が来院  
した際に必要に応じて対応するが、救急病棟以外の病棟の当直も併せて担当している楊合  

は、兼任とする。  

※準夜とは午後6 

休日日中とは休日の午前8時から午後8暗までの時間とする。   

匝司各診療科の「あり」rなし」と、rあり」の場合には、救急医療を提供している日について、休  

日・時間外における救急医療の提供体制についてお答えください。  

（選択肢より選択）  

診療科   有／無   平日準夜   平日深夜   休日日中   

救急部・科  0．なし  0．対応なし  0．対応なし  0．対応なし  

1．あり  1．専従   1．専従   1．専従  

2．兼任   2．兼任   2．兼任  

3．オンコール  3．オンコール  3．オンコール   

内科   0．なし  0．対応なし  0．対応なし  0．対応なし  

1．あり  1．専従   1∴専従   1．専従  

2．兼任   2．兼任   2，兼任  

3．オンコール  3．オンコール  3．オンコール   

精神科   0．なし  0．対応なし  0．対応なし  0．対応なし  

1．あり  1．専従   1．専従   1．専従  

2．兼任   2，兼任   2．兼任  

3．オンコール  3．オンコール  3．オンコール   

提供体制   有／無   

（選択肢より選択）   

輪番日のみ対応   1．はい  

2．いいえ  

「1．はい」の場合  

平成21年7月における輪番日の  

＝⇒  
日数（日数を臥）   

［：＝］．  凸  

「2．いいえ」の場合  

（選択肢より選択）  

1．毎日  

2．その他（自由記載欄：  

2．／13   
1／18  

fll  



診療科   有／無   平日準夜   平日深夜   休日日中   

形成外科   0．なし  0．対応なし  0．対応なし  0．対応なし  

1．あり  1．専従   1．専従   T．専従  

2．兼任   2．兼任   2．兼任  

3．オンコール  3．オンコール  3．オンコール   

脳神経外科  0．なし  0．対応なし  0．対応なし  0．対応なし  

1．あり  1．専従   1．専従   1．専従  

2．兼任   2．兼任   2．兼任  

3．オンコール  3．オンコール  3．オンコール   

呼吸器外科  0．なし  0．対応なし  0．対応なし  0．対応なし  

1．あり  1．専従   1．専従   1．専従  

2．兼任   2．兼任   2．兼任  

3．オンコール  3，オンコーール  3．オンコール   

心臓血管外科  0．なし  0．対応なし  0．対応なし  0．対応なし  

．1．あり  1．専従   1．専従   1．専従  

2．兼任   2．兼任   2．兼任  

3．オンコール  3．オンコール  3．オンコール   

小児外科   0．なし  0．対応なし  0．対応なし  0．対応なし  

1．あり  1．．専従   1．専従   1．専従  

2＝兼任   2．兼任   2．兼任  

3．オンコール  3．オンコール  3．オンコール   

皮膚科   0．なし  0．対応なし  0．対応なし・  0．対応なし  

1．あり  1．専従   1．専従   1．専従  

2．兼任   2．兼任   2，兼任  

3．オンコール  3．オンコール  3．オンコール   

泌尿器科   0．なし  0．対応なし  0．対応なし  0．対応なし  

1．あり  1．専従   1．専従   1．専従  

2．兼任   2．兼任   2．兼任  

3．オンコー・ル  3．オンコール  3．オンコール   

産婦人科  0．なし  0．対応なし  0∴対応なし  0．対応なし  

1．あり  1．専従   1．専従   1．専従  

2．兼任   2．兼任   2．兼任  

3．オンコール  3．オンコール  3．オンコール   

診療科   有／無   平日準夜   平日深夜   休日日中   

神経科   0．なし  0．対応なし  0．対応なし  0．対応なし  

1．あり  1．専従   1．専従   1．専従  

2．兼任   2．兼任   2．兼任  

3．オンコール  3．オンコール  3．オンコール   

神経内科   0．なし  0．対応なし  0．対応なし  0．対応なし  

1．あり  1．専従   1．専従   1．専従  

2．兼任   2．兼任   2・兼任  

3．オンコー・ル  3．オンコール  3．オンコール   

呼吸器科   0．なし  0．対応なし  0．対応なし  0．対応なし  

1．あり  1．専従   1，専従   1．専従  

2．兼任   2，兼任   2．兼任  

3．オンコール  3．オンコール  3．オンコー／レ   

消化器科   0．なし  0．対応な・し  0．対応なし  0．対応なし  

1．あり  1．専従   1．専従   1．専従  

2，兼任   2．兼任   2．兼任  

3．オンコール  3．オンコール  3．オンコール   

循環器科   0．なし  0．対応なし  0．対応なし  0，対応なし  

1．あり  1．専従   1．専従   1．専従  

2．兼任   2∴ 兼任   2．禾任  

3．オンコール  3．オンコール  3．オンコール   

小児科   0．なし  0．対応なし  0．対応なし  0．対応なし 

1．あり  1．専従   1．専従   1．専従  

2．兼任   2．兼任   2．兼任  

3．オンコール  3．オンコール  3．オンコール   

外科   0．なし  0．対応なし  0．対応なし  0．対応なし  

1．あり  1．専従   1．専従   1．専従  

2．兼任   2．兼任   2．兼任  

3．オンコール  3．オンコール  3．オンコール   

整形外科   0．なし  0．対応なし  0．対応なし  0．対応なし  

1．あり  1．専従   1．専従   1．専従  

2．兼任   2．兼任   2．兼任  

3．オンコーール  3．オンコール  3．オンコール   

4／13   3／13  



診療科   有／無   平針準夜   平日深夜   休日日中  

リウマチ科  0．なし  0．対応なし  0．対応なし  0．対応なし  

1．あり  1．専従   1．専従   1．専従  

2．兼任   2．兼任   2．兼任  

3．オンコール  3．オンコール  3．オンコール   

リハビリテーシ  0．なし  0．対応なし  0．対応なし  0．対応なし   

ヨン科   1．あり  1．専従   1．専従   1．専従  

2．兼任   2．兼任   2．兼任  

3．オンコール  3．オンコール  3．オンコール   

診療科   有／頼   平目準夜   平日深夜   休日日中   

産科   0．なし  0．対応なし  0．対応なし  0．対応なし  

1．あり  1．専従   1． 専従   1．専従  

2・ボ任   2．兼任   2．兼任  

3．オンマール  3．オンコール  3．オンコール   

婦人科   0．なし  0．対応なし  0．対応なし  0．対応なし  

1．あり  1．専従   1．専従   1．専従  

2．兼任   2．兼任   2．兼任  

3．オンコー／レ  3．オンコール  3．オンコール   

眼科   0．なし  0．対応なし  0．対応なし  0．対応なし  

1．あり  1．専従   1．専従   1．専従  

2．兼任   2．兼任   2．兼任  

3．オンコー・ル  3．オンコール  3．オンコール   

耳鼻咽喉科  0．なし  0．対応なし  0．対応なし  0．対応なし  

1．あり  1．専従   1．専従   1．．専従  

2．兼任   2．兼任   2．兼任  

3．オンコール  3．オンコール  3．オンコール   

放射線科   0，なし  0．対応なし  0．対応なし  0．対応なし  

1．あり．  1．専従   1．専従   1．専従  

2．兼任   2．兼任   2．兼任  

3．オンコール  3．オンコール  3．オンコール   

麻酔科   0．なし．  0．対応なし  0．対応なし  0．対応なし  

1．あり  1．専従   1．専従   1．専従  

2．兼任   邑・兼任   2．兼任  

3．オンコール  3．オンコール  3．オンコール   

心療内科   0．なし  0．対応なし  0．対応なし  0．対応なし  

1．あり  1．専従   1．専従   1．専従  

2．兼任   2．兼任   2．兼任  

3．オンコーソレ  3．オンコール  3．オンコール   

アレルギー科  0．・なし  0．対応なし  0．対応なし  0．対応なし  

1．あり  1．専従   1．専従   1．専従  

2．兼任   2．兼任   2，兼任  

3．オンコール  3．オンコール  3．オンコール   

※専従とは、冬時間帯において、救急医療のみに従事している職員。   

兼任とは、救急医療とその他の診療業務等を兼務している職員。なお、救急患者が来院  

した際に必要に応じて対応するが、救急病棟以外の病棟の当直も併せて担当している楊合  

は、兼任とするb  

※準夜とは午後6時から午後10時までの間、深夜とは午後10時から午前6時までの間、  

休日日中とは休日の午前8時から午後6時までの時間とする。   

匝】本圃査対象期間中の救急患者数についてお答えください。  

（人数を入力）  

区分   7／27（月）  7／28（火）  7／29（水）  7／30（木）  7／31（金）  8／1（土）  8／2（日）   

初期救急患者数   人   人   人   人   人   人   人   

二次救急患者数   人   人   人   人   人   人   人   

三次救急患者数   人   人   人   人   人   人   人   

※息者区分は以下のとおり   

初期救急（外来）：入院を必要としない軽症者   

二次救急（入院）：入院を必要とする中等痘・重症患者   

三次救急（入院）：生命危機が切迫している重篤患者  

6／13   5／／13  



匝司救急車以外で来院した患者について、救急外来におけるトリアージ体制についてお聞きしま  

す。患者の病状により優先的に医師の診察を重けるべき患者を判断する機能がありますか。ある  

場合は、救急医療を提供している日について、その業務に従事している職員数を職種別にお答え  

ください。  

（平成21年7月27日現在）  

■2．診療ガイドラインを考慮した診療体制確保についてお伺いします。  

間8から間11は、DPC対象患者の診療に関して医療機関全体としての方針および  

体制を回答してください。  

診療科単位の方針および体制については、医師票（別票）に設問があります。  救急外来におけるトリアージ体制   従事している職員数   

（選択肢より選択）   （人数を入力）   

1．あり 医師   人  

看護師   人  

その他（自由記載：  ）   

2．なし  

匝司病院で提供する医療の棟準化を進めるため、取り組んでいることがあればお答えください。  

（選択肢より選択／複数選択可）  

1．診療ガイドラインの利用  

2．院内クリニカルパスの利用  

3．その他（自由記載欄：  匝司平成20年度1年附こ交付された、救急医療に係る補助金の交付金執＝ついてお答えくだ  

さい。交付されていない補助金については、「0円」を入力してください。なお、国公立病院の一般  

会計繰り入れの親については、除外して計算してください。  

（金額を入力）  

匝】診療にあたり、どの程度診療ガイドラインを重視していますか。診療ガイドラインに対する病  

院としての考え方をお答えください。  

救急医療に係る補助金  交付金額   

施設・  救命救急センター施設・設備整備事業   円  

設備経費  休日夜間急息センター施設・設備整備事業   円  

病院群輪番制病院、共同利用型病院施設・設   円  

備整備事業  

小児救急医療拠点病院施設・設備整備事業   円  

小児初期救急センター施設・設備整備事業   円  

その他   円   

人材確保   救急医療専門領域医師研修事業   円  

ヘリコプター等添乗医師等確保事業   円  

その他   円   

運営費   救命救急センター運営事業   円  

ドクターヘリ導入促進事業   円  

共同利用型病院   円  

小児救急拠点病院運営事業   円  

小児救急医療支援事業   円  

その他   円   

その他   救命救急士病院実習受入促進事業   円  

その他   円   

（選択肢より選択）   

1．病院として、診療ガイドラインに基づく診療を推奨している   

2・各診療科の責任者の判断に任せている ⇒蜘醐  

3．特に考えてはいない  

4．その他（自由記載欄：  

★匝互亘∃  

「2．各診療科の兼任者の判断に任せている」を選択した病院のみお答えください。   

診療ガイドラインを重視している診療科があれば、具体的にお答えください。   

（選択肢より選択・複数選択可）  

01．救急部・科  

02．内科  

03．精神科  

04．神経科  

05．神経内科  

06．呼吸器科  

07．消化器科  

08．循環器科  

09．小児科   

10．外科  
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匝司診療ガイドラインを院内の図書館等において、冊子等の紙媒体もしくは′くソコン利用によ  

る電子媒体等で閲覧できる体制が整備できているかお答えください。  

（選択肢より選択）  

11．整形外科  

12．形成外科  

13．脳神経外科  

14．呼吸器外科  

15．心臓血管外科  

16．小児外科  

17．皮庸科  

18．泌尿器科  

19．産婦人科  

20．産科  

21．婦人科  

22．眼科  

23，耳鼻咽喉科  

24．放射線科  

25．麻酔科  

26．心療内科  

27．アレルギー科  

28．リウマチ科  

29．リハビリテーション科  

30．把握していない   

匝司診療ガイドラインに沿わか細甲う場合、どのように診鱒の適否を判断しているかお  

答えください。  

院内における  

診療ガイドライン閲覧体制  

0．閲覧できる体制なし  

1．閲覧できる体制あり   

凸  
「1．閲覧できる休制あり」の堵合のみ回答  

（選択肢より選択・複数選択可）  

1．職員が閲覧できる   

2．患者（家族含む）が閲覧できる   

3．一般の来院者（患者・息者家族以外）が閲覧できる  

「3．院内でのクリニカルバス利用状況についてお伺いします。  

間12から間15は、医療者用クリニカル／くスと患者用クリニカルパスについての質問  

ですのでご注意ください。  

DPO対象患者のクリニカルパス使用状況についてお答えください。  

匝頭院内で利用している、医療者用クリニカルパスの対象となる病名や治療法等の数をお答  

えください。（平成21年7月27日時点）  

（数を入力）  （選択肢より選択）   

1．病院が設置する委員会で適否を判断する  

2．複数の診療科によって開催されるカンファレンスで適否を判断する  

3．診療科毎のカンファレンスで適否を判断する  

4．担当医師が適否を判断する  

5．特に決めていない  

6．その他（自由記載欄：  

医療者用クリニカル′くスの数  

※DPC対象患者に係る医療者用クリニカルパスの数とする。   

匝司実際に患者への説明に使用している、患者用クリニカル′くスの対象となる病名や治療法  

等の数をお答えください。（平成21年7月27日時点）  

（数を入力）  

患者用クリニカルパスの数  

※DI）C対象患者に係る息着用クリニカルパスの数とする。  
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匝司本調査軌間中に入院したDPC対象患者のうち、間12の医療者用クリニカル′くス対象と  

なった、おおむねの患者割合をお答えください。  

（選択肢より選択）  

0．対象となった患者はいない  

1．2割未満（対象となった患者はいないを除く）  

2．2割以上4割未満  

3．4割以上6割未満  

4．6割以上8割未満  

5．8割以上   

匝頭本調査期間中に入院したDPC対象患者のうち、間13の患者用クリニカル′くスの対象と  

なった、おおむねの患者割合をお答えください。  

（選択肢より選択）  

0．対象となった患者はいない  

1，2割未満（対象となった患者はいないを除く）  

2．2割以上4割未満  

3．4割以上6割未満  

4．6割以上8割未満  

5．8割以上  

■4．人員配置とチーム医療についてお伺いします。   

匝司平成2一年7月の－ケ月間に、医師と、看護師や看護師以外の専門職（薬剤師、管理栄養  
士、および社会福祉士）とのカンファレンスは、何回実施されていますか（予定を含む）。ただし、  

直接診療に関係するカンファレンスに限定します。  

（回数を入力）  

医師と看護師によ  医師と看護師以外  医師、看護師、看護師  

るカンファレンス  の専門職によるカ  

ンファレンス   カンファレンス   

病院全体の職長を対  

象としたカンファレ  回  合計  回  合計  回   

ンス合計実施回数   

診療科単位で実施さ  

れるカンファレンス  

の平均回数（1診療科  

当たり）   

病棟単位で実施され  

るカンファレンス平  

均実施回数（1病棟当  

たり）   

※診療科単位で実施されるカンファレンスと、病棟単位で実施されるカンファレンスが一  

致する場合は、診療科単位で実施されるカンファレンスに数え、重複計算しないこと。  

艶診療に直接関係するカンファレンスとは、研修目的等のカンファレンスを除く。   

匝司以下の職種について、出全体の耶王毎職員数について、常軌非常勤別にお答えくだ  

さい。  

（人数を入力）  

（平成21年7月27日時点）  

職種   常勤   非常勤（常勤換算）   

医師   人   人   

看護師   人   人   

薬剤師   人   人   

管理栄養士   人   人   

社会福祉士   人   人   

※常勤換算とは、従事者の1週間の勤務時間／医療施設で定めている1週間の勤務時間。  
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匝司以下の職種について、本調査期澗中における常勤および非常勤職員の延べ出勤務時  

間をお答えください。（時間を入力）  

職種   延べ病棟勤務時間   

薬剤師   時間   

管理栄養士   時間   

社会福祉士   時間   

邦題べ病棟勤務時間とは、各問種の職員の病棟勤務時間の合計を入力すること。  

※病棟勤務時間とは、DPC算定病床を有する病棟で入院患者（含む家族）に対し、直撲行  

う指導等の時間、病棟での医師や看護師の支援業務、病棟患者に係るカンファレンスの時  

間等を含む。  

※延べ病棟勤務時間とは、病棟外で行う入院息者のための調剤や調理の時間等は含まない。  

（なお、当該病棟の入院患者やその家族に直接面談している時間は、病棟外であっても含   

む。）  

※回診の同行及び病棟における医師や看護師への医薬品情報の提供にかかる時間を含む。   

匝司 間17の常勤暇員のうち、血附こ勤務している朋について、本調査期間中の由数を  

魔鏡に勤務している割合別にお答えください。（人数を入力）  

職 種   各常勤職員の病棟に勤務している割合  

なし  2割未  2割以  4割以  6割以  8割以  10割  

満（なし  上4割  上6割  上8割  上10割  

を除く）  未満  未満  未満  未満   

薬剤師   人   人   人   人   ｛   人   人   

管理栄養士   人   人   人   人   人 人   人   

社会福祉士   人   人   人   人   人   人   人   

※病棟に勤務している職員とは、DPC算定病床を有する病棟で、勤務時間中に入院患者（含  

む家族）に対し、直接行う指導等や病棟での医師や看護師の支援業務、病棟息者に係るカ  

ンファレンス等を行っている職員のこと。  

※病棟に勤務している割合とは、DPC算定病床を有する病棟で、全勤務時間のうち入院患  

者（含む家族）に対し、直壊行う指導等や病棟での医師や看護師の支援業務、病棟息者に  

係るカンファレンス等を行った時間の割合。  

※病棟に勤務している割合とは、入院息者のため病棟外で行う調剤や調理の時間等は含ま  

ない。（なお、当該病棟の入院息者やその家族に直接面談している時間Iま、病棟外であって  

も含む。）  

※回診の同行及び病棟における医師や看護師への医薬品情報の提供にかかる時間を含む。  

病院黒の調査は以上です。  
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「平成21年度爛査新たな機能評価係軌こ係る特別調査」調査書  

（Ⅶ壬対t期間：平成21年7月2一日（月）－8月2日（日）の7日間）  

本調査票は、診療科の責任者が、所属する診療科に関してご記入ください。  

DPC対象患者に係る診療行為についてお答えください。  

■基本情報  

27．アレルギー科  

28．リウマチ科  

29．リハビリテーション科  

⊥診療ガイドラインを考慮した診療休制確保についてお伺いします。   

匝］ご自身の診療科に関係する診療ガイドラインについて、診療科の医師の理解度をお答えく  

ださい。（選択肢より選択）  

1．ほとんどの医師は、理解している  

2．約半数の医師は、理解している  

3．ほとんどの医師は、理解していない  

由診療ガイドラインを理解している医師について、どの程度診療ガイドラインを翻した診療  

を行っていますか。（選択肢より選択）  

1．ほとんどの医師は、診療ガイドラインに沿った診療を行っている  

2．約半数の医師は、診療ガイドラインに沿った診療を行っている  

3．ほとんどの医師は、診療ガイドラインを意識した診療を行っていない  

4．診療科として把握していない  

5．その他（自由記載欄：  
）   

匝司貴科において、実際に参考としている診療ガイドラインはありますか。  
（選択肢より選択・複数選択可）  

1．仙ds（財団法人日本医療機能評価機構・医療情報サービス事業）  

（1）参考としている  

施設コード（9桁〉  

施設名（入力する）  

回答者が所属している診療科（選択肢より選択）  

01．救急部・科  

02．内科  

03．精神科  

04．神経科  

05．神経内科  

06．呼吸器科  

07．消化器科  

08．循環器科  

09一 小児科  

10．外科  

11．整形外科  

12．形成外科  

13．脳神経外科  

14．呼吸器外科  

15．心臓血管外科  

16．小児外科  

17．皮膚科  

18．泌尿器科  

19．産婦人科  

20．産科  

21．婦人科  

22．眼科  

23．耳鼻咽喉科  

24．放射線科  

25．麻酔科  

26．心療内科  

（2）参考としていない  

2．日本の各専門学会が提供している診療ガイドライン  

（1）参考としている  

（2）参考としていない  

3．海外で普及している診療ガイドライン  

（1）参考としている  

（2）参考としていない  

4．その他のガイドライン（自由記載欄：  

5．科として参考としているガイドラインはない  

6．その他（自由記載欄：  
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匝司参考としている診療ガイドラインの選択基準についてお答えください。  

（選択肢より選択）  

1．病院としての選択基準を設けている  

2．診療科における選択基準を設けている  

3．選択基準はない  

4．その他（自由記載欄：  

匝司診療ガイドラインに沿わない診療を行う場合、どのように診療の適否を判断しているかお答  

えください。  

（選択肢より選択）  

1．病院が設置する委員会で適否を判断する  

2．複数の診療科によって開催されるカンファレンスで適否を判断する  

3．診療科内のカンファレンスで適否を判断する  

4．抱当医師が適否を判断する  

5．特に決めていない  

6．その他（自由記載欄：  

匝司診療ガイドラインを患者の説明にどの程度使用していますか。  

（選択肢より選択）  

1．診療ガイドラインの記載された文書又はパンフレット等を用いて説明  

2．診療ガイドラインの内容を口頭で現明  

3，特に鋭明に用いることはない  

4．その他（自由記載欄：  

医師票の調査内容は以上です。  
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中医協 診－1－4  

21．11．4   

診調組 D－2  
21．10．26  

（修正前）  

複雑性指数（A一ト④）  

※当該医療機関の全診断群分猿毎の在院日数が、全DPC対象病院と同じと   
仮定した場合の平均在院日数／全病院の平均在院日数  

（修正前）  

効率性指数（A－1－②）  

※全DPC対象病院の平均在院日勤／当該医療捜関の患者構成が、   
全DPC対象病院と同じとした囁合の平均在院日数  

1．病床規模／特定機能病焼  2．DPO算定病床割合   3．総合病院／専門病院／がん専門痛快  

1．病床規模／特定機能鋼枕  2．DP¢算定病床割合  〇．総合病院／専門病院／がん書M病院  

（修正後）   （修正後）  

効率性指数（A－ト②）  

※全DPC対象病院の平均在院日数／当該医療機関の患者構成が、   
全DPC対象病院と同じとした場合の平均在院日数  

複雑性指数（A－1－④）  

※当賊医療機関の全診断群分類毎の在院日数が、全DPO対象病院と同じと   
仮定した場合の平均在院日数／全病院の平均在院日数  

1．病床規株／特定機稚病院   2．DPC■走病床割合  3．総合病院／専門病院／がん専門病餞   1．病床規積／特定機能病暁  2．DPC算定病床割合  3．総合病院／専門病続／がん書門病院   

i－●  
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診一2－1  

中監協  21．11．4  

有効な病院勤務医負担軽減策②  

病院内にお■ける役割分担について   

昇十翠状  

1近年、病院勤務医が厳しい勤務環境に置かれていることが問題となって  

いるが、その要因の一つとして、医師でなくても対応可能な業務までも医師  

が行っている現状があるとの指摘がなされている。   

2 平成19年12月28日に厚生労働省医政局長から発出された通知「医  

師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」  

においても、関係職種間で適切に役割分担を図り、業務を行っていくことが  

重要であることが具体例と共に示されている。（参考資料P4）   

3 平成21年3月31日の閣議決定において、医師と他の医療従事者の役  

割分担の推進の一環として、専門性を高めた新しい職種の導入について、  

その必要性を含め検討することとされた。それを踏まえ、医師と看護師等の  

間の役割分担の見直し（専門看護師の業務拡大等）について、専門家会  

議で検討を行い、平成21年度中に具体策を取りまとめることとされた。   

第2 課題  

1病院勤務医の負担軽減を図るためには、医師が行っている美醜のうち、   

医師でなくても対応可能な業務について、他職種と役割分担を阿ることが   

重要だと考えられる。具体的には以下の業務について、看護師事の医療   

関係職が担うことが可能とされているにも関わらず、医師が担っている実   

態があると考えられる。（参考資料P5－P29）  

例）   

・薬剤の投与王の調節  

・静脈注射   

・救急医料等における診療の優先順位の決定   

・入院中の療養生活に関する対応  

・患者・家族への説明  

■採血、検査についての説明   

・薬剤の管理  

・医療機器の管理  

1  

2 現在、看護師等の医療関係職が担っている業務についても、事務職鼻   

等との役割分担が可能なものが存在すると考えられる。これらの業務を事   

務職員等が行うことにより、医師が行っている業務のうち、看護師等の医   

療関係職が分担できる業務量が増加することが想定される。（参考資料  

P30－38）   

例）   

・ベッドメイキング   

・院内の物品の搬送■補充、患者の検査室等への移送   

・画像診断フイルム等の整理   

・入院時の案内（オリエンテーション）   

・入院患者に対する食事の配膳   

第3 現行の診療報酬上の評価の概貫  

1医療関係職が専門性を生かした指導等を行う場合の評価を設けてい   

る。  

500点  A238 循瘡ハイリスク患者ケア加算（入院中1回）   

BOO8 薬剤管理指導料  

1救命救急入院料等を算定している患者に対して行う場合 430点   

2 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行   

う場合  380点   

31及び2の患者以外の患者に対して行う場合  325点  

い 孟  

BOOl－4 医療機器安全管理料  

1臨床工学士が配置されて   医療機関において、生命維持管理装置  

を用いて治療を行う場合（1月につき）  50点  

2 放射線治療機器の保守管理、精度管理等の体制が整えられている保険  

医療機関において、放射線治療計画を策定する場合（一連につき）1，000  

点   

、〕  



2 医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担を行うことを   

評価している。  

届出医療機関数（上段：病院数／下段：診療所数）  

平成19年  平成20年   

裾瘡ハイリスク息者ケア  280   344   

加算  

薬剤管理指導料  5563   5603  

8   

医療機器安全管理料  1  2103  

186  

2  389  

7   

A20ト2 医師事務作業補助体制加算（入院初日）  

125対1補助体制加算 355点   

2 50対1補助体制加算 185点  

3 75対1補助体制加算 130点  

4100対1補助体制加算 105点  

A214 看護補助加算  

13対1、15対1、18対1、20対1入院基本料を算定している病床においてのみ算  

定可能。  

区分   看護補助者の配置基準基準   
点数  

（1日につき）   

看護補助加算1   8対1   109点   

看護補助加算2   10対1   84点   

看護補助加算3   15対1   56点   

（参考：平成19年医療施設調査より）  

病院数：8．862 一般診療所：99，532  

社会医療診療行為別調査（各年6月審査分）  

平成19年  平成20年  

実施件数  算定回数  実施件数  算定回数  

届出医療機関数（上段：医療機関数／下段：痛床数）  裾瘡ハイリスク患者  

ケア加算  

20，478  

平成19年  平成20年  医師事務作業補助体制    730  加算    179，177   薬剤管理指導料  

494，959  872，381  208，485  401，560  

（参考：平成19年医療施設調査より）  病院数：8．862  

病院病床数：1，620，173  

社会医療診療行為別調査（各年6月審査分）  

327，703  508，602  

医療機器安全管  

理料  

32．586  32，586  

平成19年  平成20年  

実施件数  算定回数  実施件数  算定回数  

医師事務  

作業補助  

体制加算  

25対1  

50対1  

75対1  

1，852，187  106，611  2，139，423  

236，949  4，327，836  184，745  3，931，419  

1，024，807  52，116  1，180，390   



3 平成20年度診療報酬改定において、入院時医学管理加計、医師事   

務作業補助体制加算、ハイリスク分娩管理加算の要件に病院勤務医め  

負担軽減策の策定・周知を位置づけた。   

軍3 論点  

1病院勤務医の負担軽減を図る観点から、病院内における医師以外の医   

療関係職が担う役割について、診療報酬上の評価をどう考えるか。（参考   

資料P5－P29）   

2 医療関係職と事務職鼻等が役割分担を行うことについて、診療報酬上   

の評 

①   
牽亨  



病院勤輝l真の具規程源のための考え方（現状）  

病院勤務医負担軽減②  
（参考資料）  

医師及び医療関係職と事務聯員等との問等での役割分担の推進について  
（医政発1228∞1号 平成19年12月28日）  病院勤輔眉の負掩撃滅のための考え方く現状）  

訝   
管理栄養士  

○薬剤の投与皇の調節  
○静脈注射及び留置針によるルート  
確保  
○救急医療等における診療の優先順  
位の決定  
○療養生活全般において、医師の治  
療方針や患者の状態を踏まえた対応  
0慢性疾患患者に対する療葺生活の  
説明  

○医師との緊密な連携・協力関係の  
下で、正常の経過をたどる妊婦な母  
子の健康管理や分娩の管理  
○妊産婦検診や相洒及び院内におけ  
る正常分娩の取り放い  

一‾  
♪  ′ ／＿ノ一  

○病棟等における薬剤の在庫管理、  
ミキシング、与薬等の準備を含む薬剤  
管理、点滴薬剤等のセッティング等  ○採血・検査についての説明  

－●・－・■－・－・－   

○診断書、診療劇及び処方箋の作成  
医師が最繊敵意に確認し署名することを条件に、事  

務職月が医師の補助者として記載を代行することも  
可能。  
○主治医意見書の作成  
○診察や検査の予約  
医師との協力一連携の下、医師の補助者としてオー  

ダリングシステムへの入力代行  

○院内の物品の運搬の運搬・補充   
○診療報酬汁求書の作成   
○書類や伝票類の整理   
○入院時の案内   
○入院患者に対する食事の配備  

し  

‥
・
・
 
ノ
 
 
 

負
 
 

ベッドメイキング  
退院後の空き  
ソド及び離床可  
患者のベッドの  
ンドメイキング  

l  地域の診療所等との  
外来医療等の分担  ノ  介紺サー・ビス  



医t叩と有護印（〃伎剖てガ‡望  

（外来化学療法室における轟剤の投与量の調節などの例）  

一・一一′－一一㌦‾‾‾仁仙 ‾‾「‾   、   ＿、  

外来で化学療法を受  
㌧ィ   ー・＿  

約1000床の特定機能病院の例  

看護師（がん看護専門看護師、化学  
療法認定看護師）  

医師と看護師の役割分担について  
○抗がん剤投与のための血管穿刺  

○化学療法薬の注入  

○化学療法実施中の薬剤の投与速  

度の変更  
○抗がん剤血管外漏出時の応急処  

置  

○薬剤処方  

（実施中の看護師の予測を確認、必要時追加   
処方）  

○抗がん剤血管外漏出時の局所処  
置  

報告・相傲  

内で定めたマニュアルに基づき   必要時処方・  
轡  

※導入にあたっては、予定した時間通りに血管穿刺をする医師が確保できなし＼、化学療法室  
の医師が当番制で必ずしも患者の病歴や現在の状態を把握しているわけではない等の背景  

あり。  7  

出典：太田幸久子他、医師と看護師との役割分担と連携の推進に関する研究平成20年度総括研究報告書、P81を改変   

医師と看護師の役割分担  
（静脈注射の例）  

5  

看護師等の業務内容の変化のイメージ 

（医師及び医療関係職種と事務職貞等との間等での役割分担の推進について）  仙 ‾‾川≠一 
一丁∵▼rT 、  

※導入にあたっては、看護師による静脈注射は診療の補助であるという解釈後、医師からの血管穿刺  
の要望はあったが、臨床の状況および教育システムが未整備であったため、直接穿刺は実施しなかっ  
たという経緯あり。その後、院内で安全に静脈注射が実施できる基準および研修体制の整備を行い、院  
内で認定試験を合格した静脈注射看雄師が実施している。現在、医師から看護師に移行できる薬剤の  
範囲拡大の希望があり、今後の検討課埋となっている。  

出典：山元友子、役訃分捜の見直しの取り組みから見える効果と課臥利蔓農臥3仙ヱト払之。09よも作成   



医帥と有言隻帥の俣剖：ガ‡望  
（救急医療等における診療の優先順位の決定（トリアージ）の例）  

医帥と有言隻帥の伎苦り：汀担  
（慢性疾患患者に対する療養生活の説明：糖尿病看護の例）  

．＿．一一一 －・－‾‾‾‾‾■  

l 

インスリン詭整等の療姦i畠導を必要と  救急外来来院患者  
約400床の公的病院の例   

萱⊥些墜空軍里△墜重責＿㌦ノ  
約500床の病院  

地域の中核医療機関の例  看護師（一定の要件を満たす看護師）  

○トリアージ（問診・フィジカルアセスメ  

ント）⇒「非緊急・やや緊急・準緊急・緊急」  

と診療の優先順位を決定  

医師（内分泌代謝科 非常勤）  看護師（慢性疾患看護専門看護師）  
医師  

○入院患者に対する退院後の生活  
指導  

○外来患者の相談窓口機能  
（療養指導室）  

○外来患者に対する生活指導  
（病状に応じたシックデイ時の対応など）  

○外来患者に対する薬物療法の調  
整・実施  
（アセスメントに基づいたインスリン調整の必要  

性の判断、堰師への報告・指示依頼のうえ医師  
の指示にて実施〉J◆、′  

＝
．
．
‡
、
…
二
：
．
…
 ■

一
．
≡
≡
⊥
 
 

＜看護師が判断した優先順位  
にそって診療＞   

○静脈ラインの確保  
○気管挿管、人工呼吸器の設定  

○検査、診断  

○創傷処置 ○薬剤投与 等   

○報告・相言炎を受け、薬剤処方調整  
と経過観察  

○患者に対するようよう相談室への  
誘導  

（治療の説明後、更に詳しい生活上の説明につ  
いて療養指導室に行くよう患者に説明など）  

＜緊急度に応じた初期対応＞   

○末梢静脈ラインの確保  

○止血処置  

○簡易血糖測定  

○心電即2言声導  j  

O再アセスメント1S分ごと二 等  

報告・相抽  

※導入にあたっては、救急外来に来院する軽症患者の増加、重症者への対応の遅れに対す  
る懸念や医師のストレス、救急看護認定看護師の外来配置等の背景あり。  

9  

出典：太田喜久子他、医師と看護師との役割分担と連携の推進に関する研究平成20年度総括研究報告書、P23を改変  

■医師と看護師の役割分担  
（療養生活全般において、医師の治療方針や患者の状態を踏まえた対応の例）  

※導入にあたっては、糖尿病専門医が少ないため患者の診療待ち時間が長く、待ち時間に療  
養指導をしていたという背景あり。  

11  

出典＝太田喜久子他、医師と看護蘭との役割分担と連携の推進に関する研究平成20年度総括研究報告書、P48を改変  

＼ 
師  0％  20％  40％  8〔l％  80％  

全体（∩＝358）  

助産師数が増加した  
（∩＝之21）  

変化なし（n＝61）  

助産師数が減少した（n＝76）  

治療上制限等が必要な場合のみ、●  
指示   

例、以下の場合  
・糖尿病患者の食事内容の決定（カロリー、塩  
分制限など）  

・循環動態が特に不安定な患者の安静度                        ト  

○看護師が治療方針を踏まえ、食事  

（一般病人食）の形態、安静度、清潔  
の保持の方法について判断  

必要時相言炎  

必要時意見  

※導入にあたっては、上記の判断は療養上の世話に関する判断でもあり、必ずしも医師桝旨示が必要で  
ないにも関わらず、医師の判断に頼りすぎ、負担を増やしているという指摘があったため、治療上の制限  
等が必要な場合のみ医師と相談の上に決定し、基本的には看護師が行うことにした。  

■業務負担が軽減した ■変わらない1業務負担が増加した1無回答  療養上の世言舌については、行政解釈では医師の指示を必要でないとされているが、療養上の世話を行う場合にも、状  
況に応じて医学的な知槻に基づく判断が必要な場合もある。このため・患者に対するケアの向上という鱒点にたてば看護  
師等の業掛こついて、療養上の世話と診療の補助とを明確に区別しようとするよりも、医療の現脚こお隼、て、療養上の世  
話を行う隙に医師の意見を求めるべきかどうかについて適切に判断するできる看護師等の能力、専門性を養っていくこと  

○助産師数が増加した病院の産科・産婦人科医師は、助産師数が減少した病院の医師  
よりも入院診療に係る業務負担が軽減したと認識している割合が3．5ポイント大きい。  

10 新たな看讃のあり方に関する検討会報告書平成15年3月Z4日及び第7回検討会雑事録等から作成  
1Z  

出典：倶検局医療謀朋べ（平成ユ0年度 診療報酬改定結果検証部会「病院勤務医の負担牲濾の実態闇脊＝こ基づく）   



チーム医療における薬剤師の役割   

・薬の専門職としてできること＝・  

⇒⇒⇒（薬）＝（物）＋（情報）  

助産師数の変化と、産科・産婦人科医  
関係※ 師の現在の勤務状況の  

0％  ヱ0％  ヰ∽（  ∽％  80％  100％  

・′物’としての薬を志向した業務   

【医薬品の調製、供給管理、品質管埋…］  

・患者志向で薬の‘情報’を臨床応用する業務   

【薬学的な患者ケア］   

［薬物療法の問題点の把握と薬学的提案］   

【医師との協働：処方提案、処方設計支援］  

※1年間の助産師数の変化と、産秒産婦人科医師（医師累）の（1年前と比較した）現在の勤株状況の関係  

01年間で助産師数が増加した病院の産朴産婦人科医師は、助産師数が減少し  
た病院の医師よりも、勤務状況が「良くなっている1（「どちらかというと良くなっている」  
を含む）と認識している割合は5．4ポイント大きい。  

出典：平成21年10月13日第3回チーム医療の推進に関する検討会資料より  

チーム医療の推進  

薬物療法における医師の負担軽減  

出典…保険局医療課調べく平成別嘩欄≡診療報酬改定結果棟往部会鳩剛精匡の負担軽減の実態頭蓋」に暮づく）  

医師と薬剤師の役割分担について  

16   
14  

出典：平成21年10月13日第3回チーム医療の推進に関する検討会資料より  



医師と薬剤師の役割分担の例①  

薬剤師による化学療法に関する説明と副作用管理  

医師と薬剤師の役割分担の例②   

持参薬の確認・服薬計画書の作成  

《入院時〉  

・薬剤師が入院患者に面談、持参薬の  
！   

レジメン説明書   

pん■仲机 ■J■■亡仏ぺT嶋■岬■■■んで▼．  
■ロヽ■■．リ■■■ケ■／■l■■ご■■し■▼．  
t■け■で■ガ■だヽか■ん中州t月．甚dん叫の■■tlけ1  

■■■亡して仇nて暮■▼． ■▼⊂．■1．′t■●じ■■■■■〉■■■●こ■l■■し■I・′  
こnちの■靡■〝■ぺて…に●▼■こ抑てR轟○■憾ん．  

確認と、入院中の服薬計画書を作成  ■■■■蜘  …／■H■●hlO－＝■疇仁■■｝■〝1●■少▼■と1りnTい■▼．  

■■■陶○くt■と．■■■⊂■▼●■¢■■わ」州く■つ．■書■●■⊂レ▼▼く■り■▼．  

t恥 ■1い・っれl●●仇丁■レ■うIl   

■■帥■｛■■く■●仁一■■●■rI●▼t．■■しヽ■し－Wで■un〝▼●．  

■■■l■■l ■■■t▲■⊂■l■■■u‖い●し▲こ亡」J■巾■■．   

■■●■■l●■■●L■■・■r■▼■●t■■t．■■●．■■●■■し■■▲叫■■亡一  

■鮒■⊂■ことJy■○■▼．  

0モの仙l▼■llこついて   

■■▼1．ふもふも■ しtIれ．■u■．榊．W．虹■．■■⊂叫■t－n．  

■岬ケ■亡■仁とβ囁帽川▼，エルフウット巾■■吐■t伽て1けモ∈■⊂■8上げl■■■亡．  

■⊃－1ケ■○■し鷹汀rt■⊂■■■〝■り■▼．  

●は仙■■．■■▲・■t■  

01上暮地暮tJiO川■■llこついて  

■ハ■■■■て▼机この■■■■uれ■小川引■に■■■ ■1－・■■■へご¶｝＜だ8い．  
●ニここ＿．■lヽ■●．■■■冊t】■■し■l†．■■L P■丁＞イ｝●クー■■l■  

■■t■仁●■し◆l■■．■■■－．叫h■●け．■■■－，■■■■l■■●■l■  
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耶引叫t℃▲わ廿て棚Pl）t▼．  

0九こり申すい事什れこついて  

●雷M■」■■■  

■く○■■て、川ガ仇鵬t血●し亡tE■■■⊂事すt．ロの■けつ〟しびれた¢．■0■〟■8■  

▼．▼已、tガしーつけ8れ■■う○▲■細く■も力頑一▼．  

こh与■）■u払．疇q亡い肋⊂▲n●と1たレ■すnで、カだいれ川や■の研t■け．  
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ー 医師は、薬剤師の服薬計画書をもとに、   

服薬指示を確定  

＜承認・修正により、簡便に指示完了＞  

励慕轟蒜；蒜蒜還蒜瓢  

出典：平成21年10月13日第3回チーム医療の推進に関する検討会資料より   

（虎の門病院の事例）  

居宅における副作用管理のための患者による症状記線表  
（薬剤師が説明時に患者へ交付）  持参薬確認から服薬指示までの分担手順書  

治摂日記の暮さ万  ⊥週目  副作用任狭か起きた時に使うゐ藁Eついて  

1．入院患者面談準備  《薬剤師》  

患者背景の把握：原病歴、入院目的、検査データ   

当院処方歴の把握  

2．患者面談  《薬剤師》  

畿檎、敗さ粛・鴫牡、げりなとの■作用囁棋か超さ別陀中うゐ■モあ汁ち婦りい土だ＜ことガ  

鵡ります．鮮しい飢1方はあ■の袋に肥れして布り亨すので血す■けtして下凱1．  

・88軋以上の光則専E、  

L車如車重重症喪中晦亘頑惣垂木衷吏垂  

廊軒＝二二二王  
恒即日胱下けるゐ礪一；カロナール城、細ユI  I加鯛して下乱ヽ   

・旺き気灯す5時に、  

レ1i≦≠亘ナ如リン妊／ナウゼリン坐虚、まi≠！   綾朗して下抑．   

・げりの時に、  

□ぺミツカブtリレ、ま厄に‖  ほ使用して下さしヽ  

・その臥し  ∴」聴、1   匡明して下占い．  

これらのあーを便用しても在状ガ改凱机、鳩舎は椰へご掴下軋、・（  

】釈醐如隠酎肋の附⊥棚と机こと紬り∵ 

院外処方紅ついて  此  
院外払方1と臥■恥の外のかかりつけの1烏【ご自宅の近＜の1月なとIであ■と四則してもらう  

ため仁蝿持とれた処万事です．処方■の事如網帖は、処方■をもらった巳を占めて4日kl内です．  

この日モ邁ざると∂離を受け取ること〝でぎぎせんので、也す青鬼間内たかガリつけ覇月でゐ■な  

当日、入院直後  
処方歴、紹介状、お薬手帳にもとづき持参薬等を確言忍   

直接現品を確認するとともに、患者面談により服薬に関  
する問題点を把握  

3．持参薬に関する服薬書作成《薬剤師》  
服薬の問題点、相互作用、重複、手術・検査に影響する   

薬剤、疾患禁忌等への薬学的考察   
持参薬確認表を用い、薬剤師が持参薬情報を医師に提供   

あわせて問題解決のための処方提案  

入院当日  

4．入院中の薬物療法の指示   《医師》  入院当日  

→牒軸            ．1】【  
か打りつけよ属  

国Ⅱガんヒッター乳剛蒐】け欄  

承認印の押印（必要に応じ修正承認）  
り卿つ撫潮仙脚し彗撃墜型郵  

出典：平成21年10月13日第3回チーム医療の推進に関する検討会資料より  

（虎の門病院の事例）  
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チーム医療における薬剤師の役割（まとめ）  
（薬物療法の質の向上と効率化の両立のために）   

持参薬の現状  

Hl昨10月、循環器科の入院患者、平均持参薬品目数：7一言5剤  

医療用医薬品、市販薬、健康食晶絶品日数：570剤  

適正使用が特に重要となる医薬品に関して、陵内給与プロトコールを作製し．体  
内動態解析にもとづき薬剤師が投与設計を行い、医師を支援している。  

薬剤師が、患者面談し、 持参卿 行うことにより、相  
互作用確認、重複投与防止、入院後の手術・検査による副作用発現防止、等の医  
療安全の確保及び医師等の負担の軽減が可能となる。  

瞑師♪韮副師の協働において、薬剤師が薬学的患者ケアを実践すると、  
医師の負担が軽減されるとともに、患者さんの安心と、薬物療法のきめ細かな適  
正化が推進される。  

こ 卿 李  

買岬印『モニ与りンゲlは． 等が必要になる薬物が少なくない。   
薬剤師から医師へ検査実施を提案しているが、瞑師と愉働の治療プロトコール  

卵内で薬剤師が検査オーダ鼻稟擁す れば、医師負担の軽減と医  

■  

N＝79．  

療の質の担保につながると考えられる。  
出典：平成21年10月13日 第8国 手ーム医療の推進に関する検討会資料より   

（虎の門病院の事例）  

r  

持参薬に関連した薬剤師の処方提君  

出典：平成21年10月13日第8回チーム医療の推進に関する検討会資料より一部改変 ヱ3  

1．腎機能に応じた投与量の修正提案：14件1   
H2ブロツカー、高脂血症用剤、アロプリノール等の用量が   
腎機能を考慮すると過量で、副作用発現のおそれがあると評価。   
副作用防止の為、薬剤師が医師へ減量提案、全例医師承認。  

1  

2．手術前に抗血小破薬を服薬発見：10件   
血小板機能を抑制する薬剤を服用中の患者について、止血困難が   
予想されるため、一時中止の処方提案、全例医師承認。  

医師と臨床検査技師の役割分担の取組み例  

3．患者の勘違いによる用法違いの発見：3件  
患者面談により、「食前服用が必要な糖尿病治療薬（α－Gl）を、後に  
服用していた」などを発見した。  
食前服用の意義を説明し、正しい用法で服用することの理解が深まる。  
医師へ情報提供し、今後の処方の参考とすることとなる。  

出典：平成21年10月13日 第3回チーム医療の推進に関する検討会資料より  

（虎の門病院の事例）  
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医師と臨床楳萱技師との役割分担  ◆よくあZ状ほ鈷Ⅵ卦こついて   

■土冶置から険登壇雫を頂いたわ＼息貰わtよく   

理解でさないので、訂し＜敢えて訳しい．  

－土治置から紀啄蛸す嘱軍こ言ゎれたび、とn  
くらいの状笥なのかスリりたい．  

◆主冶優に電子カルテで碕菜説昨空してもらう   
訊いつも穴常マークか付く牧畜吠8がある．  
均電気になるので、教えて欲ししし  

tリウマチや紺野鳩の岐登の隕酎那狙旺憎く  
また墨レい．恩慄がよく理解てきないので  

封しく数えて歎しい．．  

◆相喜炎室の受付時間  

月曜～金一だ目（q唱）  

午t贅1300・～16CO  
溝 年前q】ても、ヌヨ応てさる嶋凸力1  

こぎいます 

◆相言出室の濃所案内  

璃気の相識優  
準 下記の坑内1階の盲記I化渦■咽喝1斗  

の僧になります 
隠訟電流望さnる乃ほ、は仙コーナー  

ヘお通し下己い 

√ （採血の例）  －           ■⊥  

採血の結果により治療が必要な患者  ＿＿．．＿．．＿‥‥．＿∴・－・  

抗がん剤治療や輸血の実施  

埠Li塵での煉高時払の様子  

何かございま1．ノたら、濡膚なく  

拝山室⊃hサーヘ、お印し出ください． 

帯瑚  

F■人肌1こl  

ご不明塙美漬lこさいまレたら、呈荒土‡庚血塗へ  
※導入にあたっては、血液内科は採血患者が多く、そのほとんどが採血結果により日々の治療方針  
を決定するが、抵当医師が外来診療を開始してしまうと入院患者の輸血や治療開始時間加遅れてしま  
うという背景がありJ早朝の臨床検査技廓による採血が始まった。現在採血の多い病棟から技師の業  
務拡大の希望が出ており、現状を騨価後、臨床検査側との検肘を行う予定である。  

お聞い亡フー）日下さい  

℡33－715ll‘代且）内相1＝引・11∈毒2  

25  

出典：山元友子、役割分担の見直しの取り組みから見える効果と課超 看護展望、肋l．34N01．p●・● 412号2009 より作成  
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医師と臨床工学技師との役割分担  
（人工呼吸器の例）  

◆ 褐隠内容について  
◎捜i項目の貴喋について  

受けらnた血液捜1、尿娩iの内乱靂味について   
こ説明いたし琶す．また、採血コーナーにて行って   

いる糟■樗江qについては、待ち時間が2時間あり   

ますので、株主のま味について詳し＜こ説明いたし   

ており託す．   

0牒■嶺の見乃や替え方について   
こ自身の病気と上事く付替合っていくためには、横   
井の1味や甘え万について甘解することが■天です．   

－とうしてこの鼻気にこの横董が必■なのがカか   

らない場合臥こ絹甘くだ老い．   

◎棟▲項昌の獅■（正側）について   
i攣貞（正＃儀）の考え方臥正しく、範錮から外   
れた方に必ず只薫かあるわけではありません．   

靭得いかない捜査慈果の場合は、こ掲訊ください．   

◎構■に礼する様々な蛭間について   
牒iについては、採血り黒鼠から結果橋台にいたる   

まで、自に見えない所で行わnており、擬闇こ感じ   

る誹分が多いと思われます」些■な事てもよろしい   
ですので、お気ほに＝相談ください．   

⑳様▲に掛かる■用について   
医療情報抹の担当スタッフ香交えて．陳iに附かる   
t用についてこ説明いたします．  

◆捜査梱相室の棚阻こあたって  

私たち笹虎植生スタッフか外来採血を担当するよう  
になって、寧や4年が鞋とうとしています．それまで  
臥t護拝さんが蝕した隷体を聞さされた部屋で株  
主し、患者様のお敲が分からないまま仕¶レていたの  

が調伏でレた．採血集甥を起当するようになって、モ  

初の隕は、憤れないこともおり、轟香織へ不安を与え  

てレまったこともこ酌lましたか、■£で臥モうい  
ったことも少なくなり、鳩しいことに、捜鼠について  
のこ制札を受けもことも多くなってさました．そこで、  

「こnはずヤンスだt」と思い、払たち鉱床檎t技劇  
が何かか役に立て射＼か考え．棟▲についての用欄妻  

苛立ち上けるに至ったわけであります．近軋 エン／†  

ワーメントくom卵・r㈹∩【）という吉集か、医■の  

中でよく償われています．これは、患者柵こ自負が病  

気に対処する力套つけることであります．モして、病  

気に対処するための行動をとることによって自己冶■  
力が高くなると言われています．飲んでいる奥の効舶、  

挟iデータの七味を知ることによって、鎖気を知り、  

カ気を理解レて、鶴丸と立ち向かう気■と自己目的が  
生まれてくるからです．レかし、患替練へ痛銃傷から  

虎供される蜘¶租が増えており、理解しがたい内容  
のものも少なくありません．モのために臥解釈して  
分かりやすく教えてくれる所が必書であると思わnま  
す．当院には説明支積■江餅という患者穣への説明寄  

書門E仕事菅しているスタッフもおります肌 捜i格  
拗雲では、定期的に行われている血液決1や扉快i在  
中心に、患者様が8慣軌1ている嬢間・潤みに河し、  

私たちの専門性を活かして対応レてい己たいと替えて  
います．最善磯と主治医机円滑にコミュニケーショ  
ン琶もてるよう、また患讐楕が匿■菅慣蠣しrの高い  
尾最を受けて頂けるよう、今後も患替牒のより近いと  
ころで、サポート苫せて研きます．右記に詳繍を示し  

ております机 こ諷なくこ相識ください．  

静内リーフレット   

臨床検査室①  

．＿＿＿・一▼・，・ ・一－一－－－一‾‾I‾‾  
■▲■－∩．．．l■．．．．．一▲  

≠≠】‾一－、－－叫－・－｛M－－・－、  

っ  病院でNPPV※を導入し、在宅復帰する場合   

検査相談室のご案内  

：：： 
＿＿．．二  

※近年、非侵襲的陽圧人工呼吸器の操作性の向上により、自宅で夜間等に人工呼吸器を使用する例  
が増加している。病棟での導入においては、臨床工学技士による定期的な機器の確認により、事故の  
防止や、より適切な装着が可能となる。  
在宅で家族が使用する際には、機器の使用方法等の説明を行うことで、家族が安心して在宅での人  

工呼吸器を使用することを援助することが可能である。  （医）白十字会佐世保中央病院  

※NPPV俳侵媒的間歌陽圧人工呼吸）Aマスク等を用い、気管内相関を行わすに人工岬吸管理を行える■高喝ガス  
血症を伴う呼吸不全に適用となる。   



コケ丙l玩l一正汗γ勺個凱杯⊥子規コ＝リノ伐舌り  

～人工呼吸器の管理の例－  

＜S病院の概略＞  
・病床数：500床程度  

・救命救急センター、がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センター  

・外来患者数約2．500人／日  

・救急車受入れ台数：9′773件／年  

・病棟における人工呼吸器使用台数（集中治療領域7台、その他の病床7床）  
※平成ヱ1年10月23日現在  

看護師等が行う業務  

保健師肋産師看護師法（昭和23年法律第203号）   

第5条この法律において「看護師」とは、厚生労働 鵬 ＜背景＞  

．急性期医療を担う医療機関であり、集中治療領域以外の一般病棟においても呼吸器を  
使用している症例が多い。  。  

■在宅復帰を見据えて、病棟において、間歓的なNPPVの装着を導入する症例が多い。  

＜臨床工学技士の役割＞  

・人員配置：28名（腎センター所属14名、CE室所属14名：機器管理（呼吸器を含む）5名、  
人工心肺3名、カテ室1名、ORl名、準夜勤務1名）  
■人工呼吸器装着を行っている全ての患者に対し、臨床工学技士が1日3回ラウンドし、  

機器の設定の確言忍や安全管理を行う。2週間に1臥回路交換を行う。  

・呼吸ケアチームのラウンドに同行   

t夜間のみ装着する患者の装着直後の点検（準夜勤務）  

・HOT、NPPV患者L家族への機器使用に関する説明  

・病棟における人工呼吸器使用に関して、病棟研修会の開催  
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 相帰                  滝駅竜野  

2（略）  

診療報酬上の看護職員及び補助者の業務  

（6）看護の実施は、次の点に留  
イ①病状の観察、②病状の報告、③身体の清拭、食事、排泄  
等の世話等療養上の世話、④診察の介補、⑤与薬・注射・包帯  
交換等の治療の介助及び処置、⑥検温、血圧測定、検査検体  
の採取・測定、検査の介助、⑦患者、家族に対する療養上の指  医療関係職と事務職員等の役割分担について   

（間接的に勤務医負担軽減に資する例）  導等患者の病状に直接影響のある看護は、看護師又は看護  
の指示を受けた准看護師が行うものである。  

看護補助者  

「看護補助者は、看護師長及び看護職員の指導の下に、原則と  
等）のほ  

環境整備、ベッドメーキング、看護用品及び消耗  
品の整理整頓等の業務を行うこととする。」  

（第2病院の入院基本料等に関する施設基準 4．－（6）－イ）  
32   30  



看護補助者が行っている業務の実態  看護補助者の配置状況  
一般病院※における看護補助加算算定件数、回数 平成20年社会医療診療行為別調査（5月診療分）  

：7割以上の病院が看護補助者にさせている業務は、給食（配膳・下膳）、環境整備、リネン  
…交換、患者搬送、入浴介助、清潔介助、排泄ケア、中央滅菌材料室などである。  
し＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿●＿●●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿●＿●＿＿●＿＿＿．．．．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．  

病院数  

実施件数  回数   

護補助加算1   109   41299  738179   

護補助加算2   8   48486  803372   

看護補助加算3   5   10489  151532  

※一般病院特定機能病院、療養病床を有する病臥稚神科病院以外の病院   
一般病院における入院レセプト件数：102153さ件  

一般病棟入院基本料算定病床における看護要員配置  
平成20年7月厚生労働省保険局医療抹調査  

一般病棟入院基本料  

計   7対1  準7対1  10対1  13対1  15如1  

護職員※1  
r人／案著1nn人1   62  7   76  58  49  46  
護補助者※2  

（人／患者100人）   9   6   10   7   14  17  ㌔、 、ナ 
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．
㍉
 
 

㌔
 
 

ヂ  

‘ミ‥㍉⊥・さf■．√〆も・＝・・＄・  ※1看護磯貝数÷1日平均入院患者数×100  

※2 看護補助者数÷1日平均入院患者数×100  

出膵律子、相集酌善酬みと他触の態会弼のアンケ＿棚看脚マネジメント。岬佃75よ購                                                                                35   

その他の役割分担の状況  看護補助者が行っている業務の実態  
：業務の内容によっては、看護職以外が行っている業務や委託・外注している業務もある。：  
L＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿－＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿●●＿＿＿●＿＿＿＿■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿●＿＿＿＿－－＿＿＿＿I  

全国病院経営管理学会調査  

①調査方法：郵送によるアンケート形式  

②調査概要：基本属性、看護体制の見直し、他職種との協働、看護業務の見直  
しなど  

③全国病院経営管理学会会員病院281施設の看護部長  

④実施機関：2∞7年8月15日から9月1日  

⑤回収結果：有効回答率43施設（回収率15％）  

⑥対象施設の背景：設置主体 公的9％、私的91％   

算定してる入院墓太料  
7対1－42％、10対1－28％、13対1・－7％．15対1－23％  

看護師以外の職種で行っている業務  委託・外注している業務  
（N＝43 複数回答）  （N＝43 複数回答）  

u           u                                8                             4      4               ロ                 之     Z  ユ ヱ  0 0 0    0        0  0         0  0  
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病床規模  

99床以下17％、100床～199床31％、200床～299床17％、300床以上23％  
J㌔ヾ羊ご㌣  
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出典：瀬下律子、看護師業務改善の取り租みと他職種との協働の実態会員病院のアンケート調報告者渡部マネジメントp4－132008．6．1引No．275より故褒   
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出典＝瀬下種子、看護師業務改善の取り組みと他職種との協働の実態会員病院のアンケート調報告割‡部マネジメントp4－13200印′15（No・275より改褒  



中医協・診－2－2  

21．11． 4  院内助産所・助産師外来の効果  

脚   
○外来は、完全予約制で待ち時間が無い   
080分間（一部80分間）かけて何でも気安く聞いたり惜し合ったり出来る   

○夫や上の子供もー緒に話し合ったり、エコーも見ることが出来る   
○助産師の役割を知り、親しくなれてお産を安心して迎えられる   
○何か心配があれば医師と相談してくれるから安心   
○ 自然なお産ができる   
○ 出産に主体的に臨める  

脚   
○健診・分娩を任されることで専門性を高めることができ、兼任感とやり甲斐、暮びを感じる   
○妊城中から継続してかかわることで助産師としての視野活動範囲が広がる   
○助産師としての役割を知ってもらうことが出来るので分娩時の安心につながる   
○ 医師と何かあれば相談し協力し合うことで、業務の効率化およぴリスクの回避ができる   
○ 経済的に千献できる  

院内助産所一助産師外来について  

厚生労働省医政局看護課  
甜   

0ハイリスク患者の治療に書念でき、妊婦健診や当直の負担が軽減される   
○ 余裕のある外来となり、納得のいく健診が出来る   
○助産師が日常の悩みや患者欄景などきめ細かい情報を聞きとり敢えてくれる   
○ 妊娠中から協力して妊婦を診て行くことで信頼関係を築ける  

2009年3月厚生労働省「妊産婦を支える医療者の協働をめぎナシンポジウム」資料より  

∬生労働省匿政局手旗株  

院内助産所と助産師外来の普及への支援  

【院内助産所※】  

緊急時の対応ができる医療機関等において、正常権過の妊産婦の  

ケア及び助産を助産師が自立して行うもの  

【助産師外来】  r  

医療機関等において、外来で、正常経過の妊産婦の健康診査と  

保健指導を助産師が自立して行うもの  

※医療法第2粂でいう助産所には該当しない  

☆院内助産所・助産師外来開設のための   

助産師等研修事業  

先主区的に院内助産所や助産師外来に取り組んでいる医師や助産師  
を講師とし、新たに院内助産所等を開設するために助産師や医療 
機関管理者を対象に研修を行うための経費の一部を補助。  

☆院内助産所・助産師外来の施設・設備整備事業  

医療機関等の施設内に新たに院内助産所等を開設する場合の施設  
整備および設備整備に要する経費の一部を補助  

☆院内助産ガイドラインによる普及   

☆院内助産所・助産師外来推進のシンポジウム開催  

＜推進の目的＞  

妊婦の多様なニーズに応え、地域に  

おける安全・安心・快適なお牽の場を  

確保するとともに、産科病院十産科診  

療所において助産師を積極的に活用  

し、正常産を助産師が担うdとで産科  
医師の負担を軽減する。  

1  

＜背景＞  

・医師不足・分娩施敗の減少へ  
の対応   

・妊産婦の妊娠・出産■育児に対  
する多様なニーズ  

H20年3月：院内助産所・助産師外来を進めよう－先駆事例に学ぶ－  
H21年3月：安全・安心なお産のための院内助産所・助産師外来の  

活力＼しかた   

厚生労働省医政局「院内助産所・助産弥外来開披促進草葉需の実射こづいて」よリー部改変  



A病院の助産師外来  院内助産所と助産師外来設置数推移  

妊婦健診（内容は尿検査や体重・血圧・腹囲・子宮底測定、  

内診（必要時・希望時）、保健指導など）を実施  

妊娠から24週までは全ての妊婦に医師による健診  

妊娠24週以降は妊婦が医師又は助産師による健診を選択  

助産師による健診の場合であっても、28過と35週には医師  

による健診を受け、異常が出現した場合には医師による管理  

A病院の院内助産（分娩）  

基本的に医師は分娩に立ち会わない  

分娩の介助は助産師2人で対応する  

妊婦にもそのことを事前に伝え、出生証明書も助産師が記載  

現在、院内助産院が担当する分娩件数は、1カ月で約15件  平成20年  平成21年  

■院内助産所 ■助産師外来  
4  

厚生労働省医政局看護諜調べ  

厚生労働省民政局看護珠  厚生労≠省匿政局¶欄闇  

事例：A病院  A病院の外来での妊婦健診のシステム  

（1回月） 

（  （1回／1遇）  

師 師  

…妊婦が選択茎 L 
‖‖＿叩……＿＿＿＿＿＿一級健診およぴ  

轡型埋草－  

・病床数：約300床  

・産科病床数：41床（分娩室3床、院内助産1室）  

・年間分娩件数：1，167件（2007年度）  

・産科医数：医師（常勤）8人  

・産科病棟職員数：助産師51人  

・助産師外来開始：1998年10月  

・院内助産院の開設：2007年5月  

・地域周産期母子医療センター（NICU15床、GCUl8床）  

院内助産院のチーム構成は助産師6名  

（いずれも100例以上の分娩介助経験あり、経験6年自以上）  
よる診察が行われ、医師による管理となる  

出典：  

・助産外来t院内助産実践施設の紹介一白本書護協会ホームページ、   
http：／／wv．nurse．0r．jp／home／hnauyosan／shokai．html＃tifune、参照2009年10月  

・村田佐登美、院内助産院でのケアの実際①システムとその運用、助産雑誌、62（8）、722イ27、2008  

ー●三∫   
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21．11．4  

厚生労働科学研究費補助金（特別研究事業）  

分担研究報告書  

院内助産ガイドライン  

医師と助産師の役割分担と協働  

研究分担老 中林 正雄   



作成した。本ガイドラインは、現在、すでに院内肋尭を実施している施設の指針ヤ基準を制限するも  

のではない。一方、これから院内助産を開始する施設には、日本着読協会（2006）発行の「病院・診  

療所における助産師の働き方」】）が企画や組織作りの参考になる。   

C．研究結果と考察  

1院内助産システム  

1・1院内助産システムとは（図1）   

病院ヤ診療所において、看護・助産捷供体削としての「助産外来」や「院内助産」を置き、助産師  

を活用する仕組みをいう。   

院内助産システムにおける助産師は、医師との役割分担・連携のもと、医療法、医師法17粂および  

保健師助産師著酎市法で定められている業務範囲に則って、妊婦健康診査、分娩介助並びに健康相吾炎・  

教育を主導的に行う。また、助産師は医師と連携して、妊産碍婦やその家族の意向を尊重し、ガイド  

ラインに基づいたチーム医療を行うことで、個々のニーズに応じた助産ケアを提供する。特に、ロー  

リスク妊産繹婦に対しては、妊婦健康診査、分娩介助並びに健康相談・教育を助産師が行う。  

1・トl助産外来   

妊婦・碍姉の健康診査並びに保健指導が助産師によって行われる外来をいう。   

※ 外来における実践内容を示す標記が望ましいため、■本ガイドラインでは「師」・はあえてつけない。   

1・1・2 院内助産   

分娩を目的に入院する産婦及び産後の母子に対して、助産師が中心となってケア捷供を行う方法・  

体制をいう。殊に、ローリスクの分娩介助は助産附こよって行われる。   

※ 厚生労働省の事菓で使用している「院内助産所」もここでいう「院内助産」と同社である。こ   

の場合の「院内助産所」は、医療法でいう「助産所」ではない。   

1t2 看謙・助産提供体制   

助産外来や院内助産は、施設の規模や体削などによって、様々な形態で運用することができる。施  

設の看謹管理者が中心となって、このシステムを推進する体制や入院のスペースを釆配することがで  

きる。特に、院内助産では、年間分娩件数、病床数、助産師致、設備などに応じて、様々な着繕の提  

供体制をとることができる。年間分娩件数が多く（1．000件程度）、産科単科の病棟であり、助産師の  

人数が多い施設においては，スタッフをユニットなどに分け、産婦のリスクやニーズに応じた助産ケ  

アを提供する。   

例えば、病棟の看護・助産提供単位を「産科ユニット」と「院内助産ユニット」などに分け、産科  

ユニットがハイリスク産婦および掃婦を、院内助産ユニットがローリスク産婦および碍婦を受け持つ  

など、各々のニーズに応じたケアを濃供する。また、分娩室が複数ある場合、リスクに応じて分けて  

用いることもできる。このようなユニットを設置しオープンシステムをとることによって、開渠助産  

肺等が利用しやすくなり、出産の安全性が嵩まるとともに地域連携が一層進むことが予想される。   

一方、診療所等で年間分娩件数が少ない場合や、産科と他科の混合病棟にあっては、現行の体制の  

中での通用も可能である。個々の妊産婦の状況に応じ、助産師と医師がチームとして、各々の構成人  

数や経験の度合いにより、ガイドラインに基づいた個別のケアを提供できる。   

ト3 助産ケアの考え方   

助産師は、親になる人を妊娠中から分娩・産樽t育児期を通して支援していく。加えて、わが国の  

助産師は看酎市の資格も有するため、院内助産では助産師が中心となって分娩介助だけではなく看護  

ケアも行われる。  

－8椚   

平成20年度厚生労働科学特別研究事業  

「助産師と産科医の協働の推進に関する研究」  
（主任研究者：池ノ上 克 宮崎大学医学部生稚発達医学講座産嫡人科学分野 琴横）  

分担研究報告書  

院内助産ガイドライン  

医師と助産師の役割分担と協働   

研究分担考：中林正雄 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会愛育病院 院長  

研究要旨と院内助産ガイドライン作成の経緯   
産科医療の進歩によって、わが国の母子保位統計は世界のトッテレペルを維持してし†るが、そ  

れとともに、安全性の確保とより商い快適性が求められるようになってきた。社会は産科医戎モの  
安全性を担保しながら、妊産婦と家族の気持ちヤ生活面など、社会的側面を重視した医療を期待  
している。少子社会となったわが国では、子どもを産みヤす〈、産むことや育てることに夢と希  
望のもてる社会を作る必要がある占そのため、わが国の窺科医動こおける助産仰の新たな役割が  
求められている。   

最近、全国各地で医師と助産師が協力して行う院内助産の取り組みが始まっている。平成20年度  

から厚生労働省は院内助産所・助産師外来開設のための施設整備や助産師等研修部業を開始した。   
安全で快適な院内助産を英雄するためには、医師、助遊師が共に合恋できるガイドラインが必  

要となる。今綾院内肋産施設の増加が予測されることから、ガイドラインにそった助産師と産科  
医の協働を推進する必要性が高まると思われる。   

本ガイドラインは、日本産科婦人科学会（2008）の示す「産婦人科診媒ガイドライン」－－ を参  

考に、病院・診双ぞ所に劾耕する助産師が院内助産をどのように進めていくかの指針を示してい  
る。助産師の行う助産ケアは、先行研究や日本助産師会の捷示している助産所業務ガイドライ  
ンい を参考にして作成した。本ガイドラインは、現在、すでに院内肋寵を失陥している施設の  
指針や基準を制限するものではない。一方、これから院内助産を開始する施設には、日本新近協  
会（2006）発行の「棉院・診療所における助産仰の榊き方」】一が企画や組純作l）の参考になる。   

本ガイドラインは助郡師が中心となって原案を作成し、医師を含めた厚生労組科学耕究班で検  
紆のうえ完成した。さらに、「助産所深顆ガイドライン」改訂の研究者、「産科区と助産師の役割  
分担と協働関係柵卓削こ向けたガイドライン」作成の研究者からも広く意見をいただいた。本ガイ  
ドラインを有効に活用していただきたいと願う次第である。  

A．研究目的   

府近、全国各地で医師と助産師が協力して行う院内助蓮の取り組みが始まっている。平成20年鹿か  

ら厚生労醐省は院内助産所・助矧補外来l渦紋のための施設蛙仰や肋症師等研修郎第を開始した。  

安全で快過な院内助産を実施するためには、医臥助産師が共に合恵できるガイドラインが必要と  
なる。今後院内助産施設の増加が予測されることから、ガイドラインにそった助産師と産科医の協働  
を推進する必要性が高まると思われる。   

B．研究方法   
本ガイドラインは、日本産科婦人科学会（2008）の示す「産婦人科診療ガイドライン」一■を参考に、  

病院・診療所に勤務する助産師が院内助産をどのように進めていくかの指針を示している。助産師の  
行う助産ケアは、先行研究や日本助産師会の権示している助産所業務ガイドライン？一を参考にして  
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妊産裾婿のリスクに応じたケア必要量のイメージを図2に示した。ローリスタでは、助産師のケア  

と医師の節目健診程度のケア丑となり妊産婦自身のセルフケアが期待される。・しかしながら、ハイリ  
スクにあっては、合併症や産科異常をもつ妊産樗婦へのケア必要量は当然ながら医師の診断・1治療と  

ともに母子の戟察ヤその生活上の工夫、リスクによる不安への対応など助産師のケアも相応l；士朗け  

るものと考えられる。   

助産師は、リスクの有舘酎こかかわらず妊娠中から育児期にわたり執になる人とその家族を支えてい  
こ市  

ら姦完  

中心の分娩管理に移行することが保証されなければならない。助産師中心の院内助産から医廊中心の  
分娩管理に移行した場合にも可能な限り同じ助産師による継続的なケアが受けられるような配慮も重  
罪である。言い換えれば、助産ケアを受ける妊産袴婦を中心とした一人ひとりに必異な助産ケアを助  
産師は実践するよう努める。  
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1．4 妊産碍婦のケアの視点   

妊産裾婦のケアに関するアセスメントの視点と捜助は以下のとおりである。  

2・2・1分娩期の医師への報告の目安   

入院から分娩終了時に加え、産後2時間（早期産碍期）までとする。  

アセスメントの視点   援   助  

①妊娠・分娩・産樽に対する評価  
および経過の評価  すべての妊産裾婦に共通する基本的なケア  
→リスク因子のスクリーニング  

③妊娠中の過ごし方、分娩、産婦湖の  情報の捷供   
過ごし方、育児に対する学習状況  各個人の生活に応じた具体的な対処方法の検  雨   

③妊産裾婦の心理   
気持ちが表出できるょうな環境の整備  
妊産婦婦の言動に対する受容と支援 

セルフケア能力に応じた必要な技術の指埠  

⑥セルフケア能力と技術  セルフケア能力を高めるための悩報提供や技  こ術習得の  
指輯  

胎児への愛着を促進するための壊助  
⑤親役割取得の嘩備状況と支援  育児堆備への支援  

育児技術習得のための支援  

⑥妊産榊希に対する家族などのソーシヤ  家族に状況を説明し、妊産鳩婦への援助を嘩  す   
ルサポート   家族その他のサポート体桝の粥腹  

利用できる社会資源の紹介・活用できる具体  的な情報  
（訪妊娠・分娩・産将による社会・経済 的       の提供  

間旭  
継続的ケアが受けられるよう他職種間との調  整  

時期  母児の状態   医師への報告の目安   
異常な出血   産徴とは認められない異常出血（畳、性状）がある  

異常な腹痛   陣痛周期にかかわらず焙痛が続いている  

38．0℃以上の発熱、脈拍（100匡l／分以上の頻脈）、呼吸などの異常が詑  
められる  

／りクルサイン           収縮期140mmHg以上、あるいは拡張期90mnlHg以上に血圧が上昇して  
入  いる 収縮期血圧が100mmHg以下である  

院  

頭痛・喝吐・胸痛・上腹部痛・顔色不良などの異常な徴候や産婦の訴え   
がある  

前期破水   破水が確定し陣痛が開始していない  
羊水混濁   混濁の程度が呼緑色、憶色、曙緑色、血性である  

胎位の邦常   頭位以外の胎位である  

胎児心拍数バター  reassuringfetalstatusでない状態が認められる  
ンの異館   （解説1）   

異常な出血   長の増加、鮮血や凝固しない出血が認められる  

CPD   児頭の骨盤腔への倣入がみられず、ザイツ法（＋、士〉である  

回旋異常   内診所見で矢状縫合の位置が正常な回旋と異なる 産癌の増大が詑めら  
産癌の増大   れる  

遅延分娩   分娩開始後、初産30時間、経産15時間以内に分娩にならないと予想される  
（微弱陣痛が原因  子宮口机大が3、4cmとなった時点以降（活動期：activephase以降）  

分  

娩   
第  

羊水混濁がある。血性羊水である。  
38．0℃以上の発熱、脈拍（100回／分以上の蠍脈〉、呼吸などの異常が言忍   

日  められる  
バイタルサインな  
どの異常   いる 収縮期血圧が100mmHg以下である  

頭痛・嘔吐・胸痛・上腹部痛・顔色不良などの異常な徴條や産婦の訴え  
がある  

胎児心拍数バター  reassuringfetalstatusでない状態が認められる  
ンの異常   （解鋭1）  

早期破水   陣痛開始後に破水が確定した   

分  有効な陣痛があっても子宮口全開大後、初産婦で2時間以上、経産婦で  
娩  1時間以上児が娩出されない  

ンの異常   （解説1）  

第   羊水混濁がある 血性羊水である   

軟産道の裂傷  胎児娩出直後から鮮紅色の出血が持続的に流出する    → 
頸管裂傷、腿壁裂傷、第2度以上の会陰裂傷など  

胎盤の娩出が困難  り台児娩出後30分経過しても胎盤剥離徴候が認められない  

胎盤の遺残   胎盤娩出後の検査で、胎盤実質の欠場が認められる  
分 娩  胎盤娩出後の出血で、腹壁上から子宮が触知できない  

第  38．0℃以上の発熱、脈拍（100回／分以上の塀脈）、呼吸などの異常が詑   
3  められる   
バイタルサインな         期   収縮期140mmHg以上、あるいは拡張期90mmHg以上に血圧が上昇して  

どの異常   いる 収婚期血圧が100mmHg以下である  
頭痛・嘔吐・胸痛・上腹部痛・顔色不良などの異常な徴候や妊婦の訴え  
がある  

異常な出血   胎盤娩出までの出血量が500ml以上である   

ハイリスク妊産術婦に対するケアの視点も上記と同様であるが、ハイリスク妊魔神婦では、リスク  

を有するがゆえに妊娠経過ヤ親になることへの不安、その後の母乳や育児に対する心配などケアのこ－  

ズも高い。ハイリスク妊産禍偏に対する援助では、①妊産刷吊のこ－ズの把握とケアの碍供、②妊産  

碍婦や家族の理解と協力を促す、③妊産碍婦や家族への心理面への支揺、①妊産帽姉や家族のセルフ  

ケア能力を高める、以上4点を強化する必嬰がある。  

2 助産師を中心とした分娩支援  

2－1院内助産における対象者の考え方   

院内助産の対象者は、妊娠37週の時点で分娩に関してリスクが低く（正常産になると予測され）、  

助産師による分娩が可能であると医師が判断した妊産婦、および正常分娩で分娩した循婦とその新生  

児である。  

2・2 医師への朝告の目安   

医師への報告のヨ安は、分娩期、産裾期、新生児期に分けた。産†判明と新生児期は入院中から1カ  

月健診までとしたため、一部は助産外来での適応射項となる。   

母子の状態、将婦の状態、新生児の状態で以下の異常が疑われる症状が見られたときには、医師に  

報告し指示を受ける必要がある。  
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退院診察では、上記内容をもとに給食的に判断する。報告の目安に該当する症状が予測される、あ  
るいは出現している場合には医師に報告する○   

＊1か月の健康診査は、岡村州博（主任研究者）厚生労働省科学研究費補助金（子ども家庭総合研   

究事業）「分娩拠点嫡院の創設と産科2次医療圏の設定による産科医師の集中化モデル事業」斑   

の「助産外来ガイドライン」・2）が参考になる○  

2．2＿3 新生児期の医師への報告の目安   

新生児期とは、出生直後から生後1カ月までをいう。  

弛鯉出血   
胎盤娩出後、時赤色の出血が持続的あるいは断続的にあり子宮  収縮が不  
息である  

胎盤娩出後から1時間の出血丑が50ml以上である  

異常な出血  2時間値（1時間値以降の1時間）の出血畳が50ml以上    胎盤娩出後から2時間までの総出血量が200m】以上である  
早  
期   

腹壁あるいは外陰部・肛門都周辺の痕痛を訴え、かつ弾力性の  
産  性の艦砲が認められる   
博  
期  

38．0℃以上の発熱、脈拍（100回／分以上の頻脈）、呼吸などの  鹿骨が認  

バイタルサインな  

どの異常  
いる 収縮期血圧が100mmHg以下である  
現痛・嘔吐・胸痛・上腹部痛・顔色不良などの異常な徴候や妊  娠の訴え  
がある  

乏尿●  

新生児の状態   医師への連絡の目安   

新生児蘇生ガイドラインに基づき、出生枚30秒以内の評価で以下の粂  
く出生直後の新生児所見〉     件に1つでも紘当している場合には、医師が到着するまでの刑、ガイ   

出生後30秒以内の時点での  ドラインに従って蘇生法を行う   
児の状態の評価   ①成熟児（正期産児）でない、②羊水の胎便汚染がある、③呼吸か聯  

泣が良好でない、①筋緊鱒が良好でない   

低出生体韮児   ・2500g未満の体重で出生   

巨大児   ・出生時体重が4000g以上   

・5分彼のアブガールスコア7点以下  
出生時の仮死状態  ・蘇生彼の呼吸状態、全身色の改善がみられない  

・節生による改鞍がみられない   

・叫吟、陥没呼吸が続く  
呼吸障害  ・多呼吸、昇犯呼吸が続く  

・無呼吸発作を繰り返す   

チアノーゼ   ・哺泣があり、呼吸状態の故事が見られても全身色が悪い   

・捕緊張が不良  
・個・腰部の異常（腹部膨硝．腹部腸摘など）  
・郡部、鎖骨の異常  

全身状態の異常  ・背部、腰部、脊柱の異常  
・股関節、四肢の異常・  
・原始反射がみられない  
・皮膚の異常  
・成熟徴侯が放められない   

奇形   
・外表奇形が放められる  
・臍珊ヘルニアなど緊急手術を要する   

特異な贋貌   
・染色体異常が疑われる  
・その他異常症状を有する   

けいれん   ・硬直性、間代性けいれん症状がある  
・痙攣械運動が認められる   

・吸引チューブが閂内まで届かない  
・強い憧気と帳咄を繰り適す  

嘔吐  ・胆汁梯嘔吐を繰り返す  
・胆汁械嘔吐や血性嘔吐がある  
・強い嘔気と嘔吐を繰り返し、哺乳力不良、膿浦などの症状がある   

発熱   
・38．0℃以上の熱が続く  
・37．5℃以上でも他の症状がある   

低体温   ・保温しても36．0℃未満が持株する  
・36．5℃未満でも他の症状がある   

・徐脈（心拍数が100回／分未満）が持続している  

心拍奴なられL、雑音  
・リズム不整がある  
・生後24時間以降にも心雑音が聴取される  
・生後24時間以内であってもチアノーゼや多呼吸を伴う   

】  
＊「胎児心拍数モニタリング異常所見の報告時期と対処法」は、資料1として1ちページに示した。   

2・2・2 産祷期の医師への報告の目安   

産好期とは、分娩終了直後から、分娩後1カ月までをいう。  

碑姉の状態   医師への報告の目安   

2月以上にわたり38℃成上の発熱が続く  

産棒熱  子宮の圧柘が続く  
悪露の柚ヤ性状に界常が認められる   

子宮咤の位i獣が分娩後の日放に比べて高く収縮が不良である  

子宮復古不全  日々の経過から総合的に判断して子宮復古不全が疑われ  
分娩後2週間をこえても子宮底をふれる場合   

創痛、創部の異常  
収縮痛など  掛柘燕等が必要な場合   

脱肛稲  

排尿障菩   
分娩後12時間以内に自然耕尿がない  「  
分娩後24時間以上経過しても尿恋が全くない  

乳腺炎   乳腺内に痔赫をともなう概括や発赤を伴い38度以上の発触が  

不眠やマタニティブルー、  他の身体疾患がないのに相朝的に不安定な状態が続き、内服銃  
産婦うつ等の症状   珍などのコンサルテーションを必婁とする協合  

妊娠高血圧症候群  収細期血圧が140mmHg以上または拡張期血圧が90mmHg以上が続く   

貧血・   ヘモグロビン値が11．Og／dl未満である  

産禍出血   出血があり特級する  

血栓性静脈炎   表在性の静脈が怒弓長し、圧痛があり浮腫がある  
深部紺朋血栓症  Homans散候（十）   

ー14－  ー13－  
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4 責任の範囲  

4・1助産師の賛任   

助産師の薯任の範囲は、医療法、医師法および保健師助産師看睦師法に規定されている。その範圏  

で業務を遂行し、その範囲の職務に責任を持つ。  

・生後24時間以内に認められる  

黄痘  ・生理的範囲を逸脱する  
・光線療法の基準に達する   

・尿性状の異常、出血など  
・24時間以内に排尿がない  

排泄の異常  
・使の性状の異常  
・24時間以内に排便がない  
・下痢が続き脱水症状がある  
・体重減少が続く   

哺乳力の不良   

体取増加不良  
活気不良  左記の疏状が汲められる城合  

なんとなくおかしい  
（notdoingwell）  

保健師助産師看護師法  

第三十七条  

（特定業持の禁止）   

保健師、助産師、肴倖師又は准看拝師は、主治の医師又は歯科医師の指示があった場合を除   

くほか、秒横磯械を横用し、医卒晶を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医   

師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、馴寺   

応急の手当てをし、又は助産師がへその緒を切り、浣顔を施しその他助産師の巣粍に当然付随   

する行為をする場合は、この限りでない。   

第三十八条  

（異常妊産婦等の処置禁止）  

助産師は、妊婦、産婦、じよく婦、胎児又は新生児に異常があると吉忍められたときは、医師   

の診察を求めさせることを要し、自らこれらの者に対して処置をしてはならない。ただし、臨   

時応急の手当については、この限りではない。  

退院診察では、上記内容をもとに総合的に判断する。報告の目安に該当する症状が予測される、あ  

るいは出現している場合には医師に報告する。   

2・3 院内助産における分娩監視装置の装着基準   

分娩時の胎児心拍数モニタリングが、冊級的胎児健診法に比峻して産科予後を大きく改革したとの  

エビデンスは存在しないといわれている。そのため、院内助産における産婦への分娩監視裟借の装弟  

迎準（ローリスク妊娘に限．る）を以下に示した。   

入院時   

分娩監視装椚を装節し、胎児がreassurjngstatus（状態良好）であることを確認する。   

分娩室入室時  
子宮口が全開し分娩室に入塞した時点、LDRにおいては分娩介助の畔棚を始める時に分娩監視   

装訂！ほ衆讃す息。   

上記以外、急に陣痛が軌〈なった峠や破水峠など隠剖鋸捌lけの判断において適宜蕃‡粟ける。   

分娩監視基肥を装菊しない場合の問駄的胎児聴診法による胎児心拍数の硯察は、産婦と助産師の1  

対1の対応で蛛回に聴診を行う必装がある（分娩節1朔15分ごと、分娩節2期5分ごとに子宮収縮の  

1サイクル以上聴くことを原則とする）。また、バルトグラムヘは、刷氏1時間ごと■に記録しておく。   

2・4 院内助産を担当する助産師の基準   

助花帥免碑取得後3、5年以上の臨床綻肋をもつ肋産師で100例程度の分娩介助経欺があることが  
望ましい。両親学級、母親学級、・椚L相談などの保他摘瀾凝朋ほイし、院内外で必婆な研修を受溝し  

ており、以下の能力を有している助並仰が望ましい。   
・椎葉な問診・聴診・触診技術  

・母体▼胎児の他用状態のアセスメントとスクリーニング能力  

・麗始卜循楓のこ－ズの把梅と憫鞘の逝択能力  

・分娩淵・産裡期のトラブルやリスクヘの対応能力  

・異常発生時の対処能力  
・産婦・循姉とその家族とのコミュニケーション能力  

・l基】係者・郁増・との迎排他力   

3 記録   

記録は医師との共有を原則とし、惰報の一元化をはかる。   

また、保健師助産師着誠師法第41粂に助産録の記載及び保存に関する事項が示されている。  

Ilさ・一  

医師法  

帯十七条  

（医師でない考の医業禁止）   

医師でなければ、医薬をしてはならない、 

＊「医業」とは、当真裏行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に  
危宰を及ぼし、又は危宰を及ぼすおそれのある行為（医行為）を、反復継続する意思をもって行うこと  
である。  

（司一平成17年7月26日 医政党第0726005号 厚生労働省区政局長通知より抜粋）  

4・2 施設管王里者の責任   

病院等の管理者は、施設全体の医療捷供体制に資任を有することが医辟法に定められている。医療  

法の中で、平成18年に厚生労働省から示された「医療機関における安全管理体制について（院内で発  

生する乳児連れ去りや盗難等の披沓及び職員への轟力被害への取り組みに関して）」について」、また、  

豊平成19年の「医療提供体制の確保に関する基本方針」などに施設として取り組むべき事項が示され  

ている。  

医師法  

第三章 医療の安全の確保  

第六条の－○  

（病院等の管理者の責務）   

病院，診療所又は助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確  

保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院、診摺所又は助産所にぉ  

ける医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。  

－16－   
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D．結論   

平成19年12月28日に出された厚生労働省医政局長通知（医改発第1228001号）「医師および医療関係 ■  

職と事務職月琴との間等での役割分檀の推進について」には、医師と助産師との役割分担について  
「医師との緊密な連携・協力関係の下で、正常の経過をたどる妊婦や母子の健康管理や分娩の管理に  
一 ついて助産師を横権的に活用する…（省略）」と示された。安全で快適な妊娠・出産の幸枝のた捌二  

必要なことは、産科医と助産師の相互理解と協働である．その一つの形として、本ガイトラインは作  

成された。  

また、正常な経過をたどる妊婦ヤ母子の健康管理や分娩の管掛こ助産師が横棲的に取り組むために  
は、助産師自身のさらなる自己研銀が必罪であるが、同時に助産に関する知識や技術の向上をはかる  
ための卒後研修制鹿や静定制度の確立も急務である。そして、今後はさらに臨床と放育が連携し、助  
産師養成致の増加を目指し取り組むことも新たな課題である。  
本ガイドラインを活用していただき、妊産樗婦およぴその家族に対してより質の高いケアの提供が  

できることを願うと同時に忌悍のないご意見をいただきたい。  

く参考女献〉  
1）8本産鰯人科学会／日本産規人科医金箱批・監修：産婦人科診鵜ガイドライン一度科霜2008．日本産科如人科学   

金串勅局．2008．  

2）日本助蓮脚会：助産新薬務ガイドライン．日本助灘師会．2008．  

3）日本幻逓協会：病院・診療所における助庭師の肋き万一肋庭師が自立して助産ケアを行う体制のために－．日本   
看破協会．2006．  

4）8本棚協会：平成20軸助産センターの酬推進プロジェクト答申．平成21年郎本棚l綿密会柵狐  
5〉 日本産科鋸人科学会：産婦人科研修の必修知拙2007，日本産科鋸人科学金．2007．  

6）日本貯科規人件学会舘此：慮科樹人科用持批・用頁告解説批 改定那2胤 金原出版．2008．  

7）日本庇職人科医金箱：胎児の評価法一拍児評価に上る分娩方針の決定－．日本産鋸人科医会．2008．  

8）荒木 劾：低所産科準 正骨箱 改定那22】乱文光弘200S．  

9）荒木 勤：東新産科学 粥骨舶 改定姉21版．丈光乳2008．  

10）・坂元正一他説：改訂版 プリンシプル虚科柚人科学2．メシカルビュ一社，199臥  

11）和用雉胡：析生児の鵜本管理マニュアルー出生直後の新生児の放い万一佗死胤周取肌阻吼∴㌍（1）．2卜24，  

2007．  

【 12）主任研究者 岡村州IL聾：犠牲労拗省科学研究椚Ii助金（子ども家庭総合研究小薬〉「分娩拠点柄院め創設と血耕2   

次医沼他の披定に上る産科医氏の地中化モデル研禦」斑ホームページ   

URL：http：／／www．osanqkiki．jp／index，htrnI  

通離任子：「肋正師活用システム一助産師外来丑逓のための緒挑姐にl関する研究－．窄科1「助超外来ガイドライ   

ン」URL：http：／／www．osan－kiki．jp／researchrepoJ・t－02．hLm】  

解説1く胎児心拍数パターンの考え方〉   

胎児心拍数に関する用語および定義は、日本産科婦人科学会で2003年に出されたものに則った。ま  

た、所見の記載および評価については、日本産婦人科医会の「胎児の評価法一胎児評価による分娩方  

針の決定－」（平成20年2月）Tlに準拠している。  

f8ta‡statusを示す典型的所見  reaSSUrIn   

①心拍数基線が正常範囲内   110－160b叩  

②心拍数基線細変動が正常範囲内 6－25bpm  

③一過性腫脹が認められる  捌富15bpm以上、持続15砂、2分間  

⑥一過性徐脈が認められない  

feta‡statusでない状態を示す所見   rt∋aSSurln  

①心拍数が110bpm未満の徐腺   

②心拍数が160bpmを超える頻脈   

③心拍数基線細変動の減少  5bpm以下   

④心拍数基線細変動の増加 26bpm以上   

⑤心拍数基線椰変動の減少を伴わない遅発一過性徐脈   
⑤心拍数基線細変動の減少を伴った遅発一過性徐脈   
⑦遷延一過性徐脈  2分以上10分未満  

⑳変動一過性徐脈はく臍帯圧迫により起こることが多いため、出現時の児の状態は様々である。  
除脱出現頻度、探さ、心拍数基線紳変動の状態などから総合的に判断する必要がある。   

資料l胎児心拍数モニタリング異常所見の報告時期と対処法  

胎児の評価法一胎児評価による分娩方針の決定、P2はり引用  
（社団法人 日本産婦人科医金 平成祁年2月発行）   

－く二．∵   －17－  
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精神医療について  

精神保健医療福祉の更なる改革に向けて   

精神保健医療福祉の改革については、平成16年9月に、概ね10年  

間の精神保健医療福祉改革の具体的方向性を明らかにする「精神保  
健医療福祉の改革ビジョン」がとりまとめられた。「改革ビジョン」  

においては「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本理念が  

掲げられ、これまで、障害者自立支接法の制定や累次の診療報酬改  
定など、その基本理念の実現に向けた具体的な施策が展開されてき  
た。   

改革ビジョンが本年9月にその中間点を迎えることを踏まえ、そ  

の後期5か年の重点施策群の策定た向けて、精神保健医療福祉の更  
なる改革の具体像を提示することを目的として、平成21年9月24  
日に今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会により「精  

神保健医療福祉の更なる改革に向けて」が取りまとめられた（参考  
資料Pl～8）   

本報告書においては、「改革ビジョン」の「入院医療中心から地域  

医療中心へ」という基本理念の推進、精神疾患にかかった場合でも  

質の高い医療、症状・希望等に応じた適切な医療・福祉サービスを  

受け、地域で安心して自立した生活を継続できる社会、療神保険医  
療福祉の改革を更に加速することとされた。 



1 地域生活への移行支援による長期入院の解き  （2）また、当該保険医療機関において、地域移行を推進する専門の   

部門を設置し、当該医療機関の精神病棟における入院期間が5年   

を超える患者の数を直近の1年間5％以上減少させた実績のある   

医療機関について、申請時より1年間の期間において当該精神病   

床の入院患者に係る入院基本料等の加算を創設した。  

1 現状と課題  
（1）精神病床における年間新規入院患者数は、平成14年に3と3．2万   

人であったものが、平成15年では35・6万人（前年比2・4万｛（7％）   

増）、平成16年では37．8万人（前年比2．2万人（6％）増）と、   

年々増加している。一方、精神病床の平均在院日数は短縮してお   
り、平成18年には320日と、平成元年に比べ約180日短くなって   

いる（参考資料P9～12）。  
A230－2 精神科地域移行実施加算 5点（1日につき）  

【算定要件】  

1当該保険医療機関に地域移行を推進する部門を設置し、当該部門に専従   

の精神保健相祉士が配置されていること  

2・目標値を達成した場合に、1年間の期間、該当する病棟の全精神病床の   

入院基本料等に加算する。ただし、算定期間における退院実績が目標値を   

下回った場合には、加算は1年間で終7とする  

3 退院実績は、退院後3ケ月間以内に再入院していない患者について算入   

するものとする  

4 死亡・転院による退院については、退院患者に算入しないこととする   

等  

（2）入院期間1年以上の患者は入院患者全体の65％を占めているが、  

莞雷雲芸君子呈あ雪雲監芸雲よ岩崇荒㌘霊芝雷雲雪誓㌘   

る。同様に、在院期間が5年以上で退院した患者の割合はj4％に  
とどまり、そのうち転院や死亡による退院は70％以上とな  
り、入院期間が長期化するほど、転院や死亡による退院の  

高くなっている（参考資料P13～16）。  

ってお 割合が  

（3）障害者自立支援法の下で、精神障害者に対する障害福祉サービ   
ス量は平成19年11月と比べると約4割増加（旧体系サ「ビス等   
からの移行分を含む。）し、身近な地域における住まいの場め確保、   
生活の訓練や就労に向けた訓練、教育支援、就労の場の史接等が   
行われている（参考資料P17′・■19）。  

（3）更に、地域で生活する精神障害者の支接のため、精神科訪問看   

護・指導について評価を引き上げ、服薬中断等により急性増悪し、   

医師が必要と認めた場合は、週7回まで算定可能としたb  

2 現行の診療報酬上の評価  
（1）平成20年度診療報酬改定において、入院期間が  

改定前   平成20年度改定後   

m2 精神科訪問者睦・指導料（Ⅰ）  IO12 精神科訪問有性・指導料（Ⅰ）   

550点   旦ヱ旦＿息  
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入院患者等に対して、医師、看護師、作業療法士及  
祉士が共同して退院後に必要となる保健医療サービ  

ービス等に関する計画を策定し、当該計画に基づ  
く
 
 
 

上で当該患者が退院した場合に、精神科退院指導料の  

移行支援加算を創設した。  

1011精神科退院指導料  320点  

精神科地域移行支援加算200点（退院時1回）  



第2 患者の病態や治療内容に応じた評価  

1 現状と課題  

（1）薬物療法以外の専門的な精神療法は重要であり、薬物療法と比  

較しても効果が明らかになりつつあるものもある。しかし、その  

実践のために技術を習得する方法が必ずしも明確でないなど、普  
及が進んでいない（参考資料P20．21）。   

（2）我が国においては、抗精神病薬を用いた治療において、多剤・大  

量投与、過少量の投与、依存性薬物の不適切な長期処方等が見ら  
れているが、その有効性等を懸念する指摘がある。  

特に抗精神病薬の多剤・大量投与は、単剤投与と比較した有効性  
が明らかでない一方で、副作用のリスクが高まるとされているが、  

我が国では依然として諸外国よりも頻繁に実施されている（参考  
資料P22）。   

（3）精神病床においては、同一病棟であっても様々な状態億の患者  
が入院しているが、個々の患者の精神症状等の状態像やケアに要  
する手間等による評価体系になっていない（参考資料P23）。   

2 現行の診療報酬上の評価  

（1）平成20年度診療報酬改定において、通院精神療法は、診療に要  
した崎間が5分を超えたときに限り算定することとし、30分を超  
えた場合については評価を引き上げた。なお、平成18年度改定時  

と同様に、病院と診療所の評価の格差をさらに是正するため、診  
療所の評価を引き下げたこ  

（4）精神障害者の地域への復帰を支援するため、社会生活機能の回   

復を目的として精神科デイ・ケアが評価されている。  

1009 精神科デイ・ケア（1日につき）  

1 小規模なもの 550点  

2 大規模なもの 660点  

治療の一環として食事が提供された場合、48点を加算  

【算定件数】平成20年6月審査分  
精神科デイ・ケア 小規模   11．690   

精神科デイ・ケア 大規模   39，907   

精神科ナイト・ケア   1．599   

重度認知症患者デイ・ケア料   9，563   

精神科デイ・ケア，ナイト・ケア   

食事1食加算   
56，906   

重度認知症串者デイ・ケア  

3 論点  

（1）長期入院患者等が円滑に地域移行するための更なる支援につい  
て、診療報酬上の評価についてどう考えるか。   

（2）地域における精神障害者の支援について、障害福祉サービスの  

充実を踏まえ、精神科デイ・ケア等の診療報酬上の評価について  
どう考えるか。  

平成20年度改定後  

‖）02 通院・在宅精神療法   

（1回につき）  

1 区分番号AOOOに掲げる初診料を算   

定する軌診の日において精神保健   

指定医等が通院精神療法を行った  

場合  500点  

2 1以外の場合   

イ 病院の場合  330点  

【002 通院・在宅精神療法   

（1回につき）  

1区分番号AOOOに掲げる初診料を算   

定する初診の日において精神保健   

指定医等が通院・在宅精神療法を行  

った場合  500点  

2 1以外の場合   

イ 病院の場合  

（1）30分以上  360点   

（2）30分未満  330思   

口 診療所の場合  口 診療所の場合  360点  

（1）30分以上  86  

（2）30分未満  350点   



第3 急性期医療の評価  

1 現状と課題  

（1）精神・身体合併症を有する救急患者への適切な医療体制を確保  
することが重要であるが、精神科救急と一般救急との連携が十分  

ではなく、特に身体合併症を有する精神疾患患者の診療体制の確  

保が困難となっており、救急搬送においても、精神疾患を有する  

患者の医療機関への受入体制の確保が課題となっている（参考資  
料P24－26）。   

（2）精神病床入院患者の約14％が、入院治療が適当な程度の身体合併  

症を有しており、統合失調症患者についてみると、その割合は   

10．5％となっており、65歳以上では約16％となっている。また、認  

知症患者については、高齢者が多いことから約25％となっている。  
（参考資料P27・一29）  

精神科患者の高齢化が進む中で、今後、精神・身体合併症に対  

応する機能を更に確保していくことが課題となっている。   

（3）身体疾患を有する精神疾患患者の入院にっいては、精神・身体  

合併症への診療機能等の総合的な機能を有する総合病院精神科等  

が担っているが、精神科居の不足等により、施設数、病床数とも  

に減少している（参考資料P30）。   

2 現行の診療報酬上の評価  

（1） 平成20年度診療報酬改定において、精神科救急医療施設の整  
備状況の地域差の解消のため、精神科救急入院料の時間外、休日  

又は深夜における診療件数と措置入院等の患者数の要件について  

地域の人口規模を考慮した要件の緩和を行った。また、入院早期  

からの在宅への移行支援を更に推進する観点から、在宅へ移行す  

る患者の割合が高い施設については評価を引き上げた。  

（2）またこ統合失調症患者に対して、療養上必要な指導を行った上   
で非定型抗精神病薬による治療を行った場合について、精神科救  

急入院料等の特定入院料の加算として評価している。  

計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、療養上必要な指導  

を行った場合、以下の特定入院料において1日につき10点を加算   

A311 精神科救急入院料  

A31ト2 精神科急性期治療病棟入院料  

A31ト3 精神科救急・合併症入顔料  

A312  精神療養病棟入院料  

（3）長期にわたり療養が必要な精神障害者が入院する病棟に」いて、   
精神療養病棟入院料が設定されている。  

A312 精神科療養病棟入院料 （1日につき） 1．090点  

8 論点  
（1）精神科専門療法について、薬物治療と比較しても効果が明らか   

な認知行動療法等について、診療報酬上の評価についてどう考え  

るか。  

（2）患者の病態に応じた抗精神病薬の適切な選択について、診療報  
酬上の評価についてどう考えるか。   

く3）児童・思春期における発達障害や長期にわたり療養が必睾な患   
者など、患者の状態像に応じた入院医療の診療報酬上の評価につ  

いてどう考えるか。  

改定前   平成20年度改定後   

A311精神科救急入院料（1日につき）  A3■11精神科救急入院料1（1日につき）   

1 30日以内の期間 3，200点   1 30日以内の期間；L迫L息   

2 31日以上の期間 2．809点   231日以上の期間L迫L息  

精神科救急入院料2（1日につき）  

130日以内の期間⊇⊥迫L息  

231日以上の期間乙迎＿＿急  

⊥！  



【算定要件】  （3）身体疾患への治療体制を確保している、精神科を標傾する医療  
機関において、入院治療を要する程度の身体合併症を発症した患者  
に対し、精神疾患、身体疾患両方について治療を行った場合、特に  
手厚い医療体制を要する治療開始早期の7日間における加算を創設  
した。  

改虐前   平成20年度改定後   

在宅へ移  新規患者のうち4割以上が入院日  【精神科救急入院料1】   

行する患  から起算して3月以内に退院し、  新規患者のうち6害り以上が入院日   

者の割合  在宅へ移行すること  叩 から起算して3月以内に退曝し、  
在宅へ移行すること  

【精神科救急入院料2】  

新規患者のうち4割以上が入院日  

から起算して3月以内に退瞑し、  

在宅へ移行すること   

精 神 科  以下のア及びイのいずれをも満  以下のア及びイのいずれをも満   

救急医療  たしていること   たしていること   

体制   ア 常時精神科救急外来診療が可  ア 常時精神科救急外来診療が可  

能であり、時間外、休日又は深夜  能であり、時間外、休日又は深夜  

における診療件数が年間200件以  における診療件数が年間200件以  

上であること。   上、又は指定された地域における  

イ 全ての入院形式の患者の受け  人口万対2．5件以上であるとと  

入れが可能であること   イ全ての入院形式の患者の受1ナ  

入れが可能であること   

A230－3 精神科身体合併症管理加算  

（1）精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、認知症病棟入院料を算   

定している患者の場合  300点（1日につき）  

（2）精神病棟入院基本料（10対1、15対1）、特定機能病院入院基本料   

（7対1、10対1、15対1（精神病棟に限る。））を算定している患者の場合  

200点（1日ヒつき）  

3 論点  
（1）救急搬送の受入体制の確保が課題となっている精神科救急を担  

う医療機関について、診療報酬上の評価についてどう考えるか。   

（2）身体合併症を有する精神疾患患者への診療体制を確保する観点   
から、精神・身体合併症への診療機能等の総合的な機能を有する   
病床に対する診療報酬上の評価についてどう考えるか。  

．まキ、新規入院患者や急性増悪した患者の治療を行う病棟として、  
精神科急性期治療病棟入院料が設定されている。  

A311－2 精神科急性期治療病棟入院料（1日につき）  

1 精神科急性期治療病棟入院料1   

イ 30日以内の期間1，900点   

口 31日以上の期間1．600点  

1 精神科急性期治療病棟入院料2   

イ 30日以内の期間1．800点   

口 31日以上の期間1．500点  

（2）いわゆる総合病院等における身体合併症治療を含めた精神科救   
急医療の適切な評価のため、身体合併症ユニット等を要件と心、精   

神科救急・合併症入院料を創設した。  

A31ト3 精神科救急・合併症入院料（1日につき）  

1 30日以内の期間 3．431点  

2 31日以上の期間 3，031点  

（⊃   



参考資料  

精神医療   

二   

r精神保健直積福祉の更なる改革に向けて」概要  
－「今後の精神保健医療柵祉のあり方等lこ関する検討会」報告書（座長；樋口輝彦 国立精神・神経センター）－  

「♯神保健医療福祉の改革ピジョンH】  

後期ちか年の主点施策鮮の簑定に向l  

8年9月から概ね10年Ⅶ）の中Ⅶ点lこおい  
敗者による綾肘をとりまとめ【平成21年9  

◎精神疾患による、生活の箕の低下や社会経   
済的規失は甚大。  

◎精神障書看の地域生活を支える医療・福祉等   
の支援体制が不十分。  

◎依然として多くの統合失調症による長期入院   
患者が存在。これは、入院医療中心の施策の   
結果であることを、行政を含め関係者が反省。  

●「改革ビジョン」の「入院医療中心から地域医療中   

という基本理念の推進  
● 精神疾患にかかった場合でも   

・賞の高い医療   
・症状・希望等に応じた、適切な医療・福祉サービス   

を受け、地域で安心して自立した生活を継続できる社会  
● 精神保健医療個祉の改革を更に加速  

巳■■  

●統合失調症入  
院点者数を15万  
人に減少くH26＞  

●入院患者の退  

院率等に関する  
目標を継続し、  
精神病床約7万  
床の減少を促進。  ●患者が早期に支援を受けられ、  

精神障害者が地域の住民として  
暮らしていけるような、精神障害  
に関する正しい理解の推進  

＼  



③早期支援体制の検肘  

○若年者が統合失調症を発症した場合の重症化の予防等のため早期支援体制の構築に向けた段階的な検討の実施。  
※ まず、モデル的な実施に着手。その検証を踏まえ、普及について検討。  

○精神医療の質の向上の取組とあわせて、支援を適切に行うことのできる体制の整備を進めつつ、快重に早期支援体制  
の検討・具体化を進める。  

◆精神保健医療の水準の向上  
◆凰療機間の地域凰震の撫補充集を促遭  
●ニーズの育まっている謂域への重点化う  

●疾患等に応じ  

． ◆地域生汚を支える毘■  ④地域精神保健医療提供体制の再編と精神科医療機関の機能の強化  

救急医療、在宅医療等の充実を通じた、患者の身近な地域を単位とする地域医療体制の整備・確保。  ○   

○加えて、大まかに次のような機能を担う精神科医療機関が必要（あわせて地域医療体制との連携体制の構築）。  
・高次の精神科救急を行う精神科病院  
・いわゆる総合病院精神科  
・高齢者の診療を行う精神科病院  
・極めて重症な患者に対し辛厚い治療を行う精神科病院（ただし、若年患者の入院率や、措外国の例から考える  
と、必要な病床数はごく限定的〉  

・その他の専門的な医療機能（児壬思春期、依存症等）を有する精神科医療機関   

○医療計画のいわゆる「4疾病5事業」（特に5事業）として精神医療を位置付けることについて検討。   

○地域精神保健の機能の底上げを図るため、地域精神保健を担う行政機関である市町村、保健所、精神保健福祉セ  
ンターの機能のあり方と連携体制の明確化、機能強化等について検討。   

○ 自殺防止対策の観点も踏まえた、地域精神保健の機能の充実を図るための地域レベルでの連携の強化。  

申円滑化  欄   

1■、  

◆入幌凰凛の再編・王点化  

●地域医療牒制・高次の  

医療体制の確保  
●「4疾病5事業」への位  

、 ∴ 置づけの検討  ◆凰オ機穐の充実と止  
体   鮒誰絹祇   

●保健所■精神保健福祉  忍如症買わ専門医療の確倶  
碗蘇編誌あ妄墓花・、センターの機能強化   身‾踏台  

、鴨宮病院御紳〕、の機能掛ヒ  

体制の整傭 ●統合失調症入院患者数の目標値●平均残存率・退院率  
檀  19．6万人くH17＞う15万人＜H26＞ の目標により精神病床  
化  
ヽ‾  

（吉忍知症はHZ3年度までに放定）約7万声の減少を促進   

①入院医療の再欄・主点化  
◆薬物療法軌こついて、標準的な儲膚を促進  
◆邁♯従事者の賓責向上  
◆輿膿納札冷凍法筒先等の研究の推進   

○患者の状態像や病棟の機能に応じた人員基準・評価の充実、医療法に基づく人員配置棟準の見直し等しこよる  
精神病床の医療の賞の向上。  

く統合失Ⅵ虚＞  
○今後減少が見込まれる統合失調症の入院患者の減少を一層加速。  
※入院医療の充実による一層の地域移行、精神科救急医療や在宅医療等の地域医療の充実、障害福祉サービスの   
一層の計圃的な整備等の施策を推進。  

爽平成26年の改革ビジョ 

． 

＜認知症＞  

○認知症高齢者をできる限り地域せ活の場で支えるという観点や、認知症の専門医療機髄の機能を更に明確化・ま点  
化する観点も踏まえて、精神病床や介護保険施設等の入院■入所機能とその必要量等を明確化。  

0 8PSD（認知症の行動りむ理症状）や、急性期の身体合併症を伴う患者に対応する専門医療機関の確保。  
○介護保険施設等の生活の場の更なる確保と適切な医療の提供、介護保険サービスの機能の充実等について検討。  
※竿活の場の更なる確保に当たっては、既存の施設に必要な機能を確保した上で、その活用を回るという視点も必要。  

＜身体合併症＞  
○いわゆる総合病院精神科における、精神病床の確保、機能の充実等、一般病床における精朴身体合併症患者の  
診療体制を確保。  

②疾患等に応じた精神医療等の充実  

、 診療ガイドライン等の作成等による医療の  ○気分障害の早期発見、診断のための、内科医や小児科医等との連携の推進   
箕の向上。  

○依存症に対する医療の機能掛ヒ、依存症のリハビリ施設や自助グループの支援のあり方の検討等、依存症患者の回復  
に向けた支援に係る総合的な取組の強化。  

○児童・思春期精神医療に専門的に対応できる医師数の拡大、専門病軒専門医療機関の確保や身体合併症への対応等  
の医療提供体制の拡充。  



◆租駁支繊・ケアマネジメントの充実強化  
◆地域における支檀体側づくり  
◆居住其の稚拙サービスの確倭  
◆精神障害者の地域生活を支える施療体制の充実  

患者数内訳（外来患者数・入院患者数）  
これまでの取U組みと成果   

・精神保健医療福祉の改革ビジョンの日梼（誰もがかかりうることへの理解）には一定の進捗がみられる  

・一方、統合失調症に対する理解が大きく遅れている  
302．8   

258，4  

218．1  

267．5  
223．9  

185．2  

◆国民一般への轡発か：ら．ターゲットを明穣化した書及書籍へ  

◆ rだれlコr何をJ；「とのようにJ伝えるかを明確lこ  

←鵜★†  

●ビアサボ「＋の推進射こよる精神障害者自身への啓発を推進   

l ●地域移行を潜実に進めること等により、地域住民に対して精  
合う機会  カナら学ぷ機会を充実  

早期  巻く看を対象に   
対応による重症化隅  
よる普及啓眉を実億  

るために、適切なメッセージと媒体に 
個別のメッセージ  

対象に応じた普及啓発の  ● 医療関係者こ  

料として、統合失調症をはじめとする精神疾患の正しい理解を促  適切な伝達方法  
す諒だ才井草詞繭姦妄壷施C蕎凛盲妄議草議⊥二≡二こ‾ヰ鱒筆録 究成果等の†書報発情を充実 こ  

平成8年  平成11年   平成14年   平成17年  

資料：患者調査9   



精神病床入院患者の疾病別内訳  精神病床の平均在院日数の推移  

2川．0  211．ら  2Dl．2  用8．5  

1ヰ．0  13．7  10．3  0．8   

□てんかん  

白その他の精神及び行動の障害   

B神超症性陣書、ストレス関連株   
書及び身体表層性障書  

口気分［感情〕陣書（躁うつ病を含   

む）  

ロ統合失明痘、統合失調症型陣   
書及び妄想性経書  

□精神作用物賞使用による精神   
及び行動の障書  

ロアルツハイマー病   

口血管性及び詳細不明の㍑如症   

口精神遅滞   

口その他  
平膚飛韓平戚2年平ヰ8書 中麟4年平戚5年中農ら年中戚T書 中戚8年 平戚9年平虞10■中一11年平麟12中平虞18年平戚川年中戚16年平良18事平虞17ヰ一員18ヰ  

資料：病院報告  
年間在院患者延数   

H8  Hll  H14  日17  

資料：患者鍋査  

精神疾患外来患者の疾病別内野   
躁うつ病などの気分障害やアルツハイマーが増加  

※平均在院日数＝  
妬×（年間新入院患者数＋年間退院患者数）  

12  

入院期間別疾患別推計入院患者数の年次推移  

【精神疾患総数】  

□てんかん   

申その他の精神及び行動の障害   

1神経癒性陣書、ストレス関連陣書及び身体表現性   
障害  

口気分（腰什】叶害（躁うつ病を含む〉   

□統合矢印虚、統合失納痘聖体亨及び妄杜性雑書   

ロその他の精神作用物賞捜用による精神及び行動   
の陣青  

田アルコール度用＜飲酒＞による精神及び行動の   
障害  

ロアルツハイマー病   

8血管性及び群欄不明の掟知癒  

50  100  †50  200  250  300  350  H8  ト‖1  日＝  H17   

外来精神陣書者総凱千人）1．852  1．700  2．239  2．675  回1年未満  口1年以上5年未満  □5年以上10年未済  固10年以上  

資料：患者調査  資料：患者調査 13   



不／l／＼〝bJ正六‾ヒヨ）ノブニ巧’】コ‾□ニコ汀閃く  推計退院患者数（在院期  資料：患者調査  

※ 各年9月の退院者敢（単位：千人）  

【統合失調症】   

毎月の残常患者数合計  平成17年  

平J改14年  

平成11年  

平成8年  

※ 残存率＝   

（％）   

90  

80  

70  

60   

50   

40   

30   

20   

10  

0  

前年6月の入院患者数  

4  8  8  10  12  14  

旺11年未満 ⊂】1－5年 固5年以上  

在院期間別退院患者（実数）  
資料：粁神・障害保健抹桐  

※各年6月の退院者数（単位：人）  

総数   
1年未満  1年以上 5年未満  5年以上 10年未満  10年以上 20年未満  20年以上   

平成17年  30，498  26．530  2，565   650   384   369   

平成16年  29．972  26，037  2，6－15   593   383   344   

平成15年  28，780  24．651  2，708   605   415   401   

平成14年  27，280  23，322  2，609   580   382・   387   

♂♂㌔粛♂  

入院からの期間  

資料：持朴障害保健課訴14  

精神病床における患者の動態の年次推移  
障害福祉サービス利用者数に占める精神障害者の推移   

（平成19年11月～平成21年3月の推移：国保達データ）  

（人）  

700．000   

¢50一000   

600′000   

550，000  

1ケ月以上  3ケ月以上  

3ケ月末清  1年未満  
1年以上  

1ケ月末瀬  
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前年からの刃杭総統患者  
H16：22，6万人  

（－a3万人）  

H15：2之9万人  
（－0．27∋人）  

H14：23．1万人  

ぅち翌年まで人剛統する書  
18万人  

H16●48万床  
H15．48万床  
H14．48万床   

H16：2．8万床  
H15：乙g万康  
H14‘：2．9万床  

約23万床  

1
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朋
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0
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11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 ユ月  

平成19年  平成ZO年  平成21年  

※複数サービスを利用している者は、各々カウントしている。  
退病層眉  

H16年拍．7万人  
（－0，8万人）  

H15年：亭．0万人  
（＋0．3万人）   

H14年：す・7万人   

資料：精神・障害保健課閑  

1】月  12月  1月  2月  ユ月  4月  5月  8月  丁月  8月  9月  10月’  11月  1ク貝  1月  2月  3月   
精神件書着の利  
用音数   ▲ク1ヰ  431ユ  1351＝  444丁  ヰ52t】．  4g4ク  占082  51？4  52811  5ユク7．  54811  5占36  5730   5838  5881  引＝柑．  808月   

利用者数  51702  518．06  5†5．87  51944  52－41  548．88  55ユ51  55780  5糾48  58ヰ．821  引柑陀  5†889  57975  58309  58056  S8くl25  593．02   
精神陣書者の占  
める割合   Aユt  R3■  RS■  RR■  88t  魚凸t  qクー  8ユー  9Iヽ  9dl  q仁ヽ  qR■  q斗ヽ  1nnヽ  1【】1■  1n，t  102t  15  



万他言支■早業1不糸Uノ兄L邑し  

○ 障害者の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行われるよう、障害種別ごとに分立した  
33種類の既存施設・事業体系を、6つの日中活動に再編。  

・「地域生活支援」、「就労支援」といった新たな課題に対応するため、新しい事業を制度化  

・√24時間を通じた施設での生活から、地域と交わる暮らしへ（日中活動の場と生活の場の分弧）。  

・入所期間の長期化など、本来の施設機能と利用者の実態の帝離を解消。このため、1人1人の利用者に対し、身   
近なところで効果的・効率的にサービスを提供できる仕組みを構築。   

支持的精神療法  

苦忍知行動療法  

・・  

■ 

・ 

． 

0％   10％   20％   ユ○％   ヰ0％   50†も   60％   70％   80％   90％   100％  

精神科における精神療法の実施状況  

（医療機関の自己評価）  
有効回答数：572  

2  

1ユ1施敗   

22．兆  

3
用
 
 

9
 
3
 
 

帥，  十夕い施設が37．9％  

全国社会資源名簿（之002・ヱ004）（財団法人：全国精神障害者家族連合会・幅）にもとづき、精神科を有する全国の医療  
施牧Z94g施牧（柄暁：1869施臥抄膚際1080施牧）の診療部長ないし地紋最宛に調ま用紙を郵送  

回答沌股数：586撫牧（回答率：ZO．3％）  

平成17年度厚生労働科学研究「精神療法の実施方法と有効性に関する研究」主任研究者：大野裕 20  

成人うつ病に対する  

認知行動療法と薬物療法の治療反応率  
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療養介護  

（Ho暮Lonetal．，2005から引用）  
併用療法の効果の背景  
①症状の改善や日常生活の  
機能改善による  
②異なる治療法の併用によ  
り臨床改善がえられ、それ  
が治療反応率を上げる  
③精神療法が薬物療法の受  
け入れや忍容性を向上させ  
ることより、治療のアドヒ  
アランスを引き上げる  
④認知行動療法などの精神  
療法は長期間に渡っても再  
発予防に効果を示すことか  
ら維持治療に有効   

生準介護  

自立訓練  
（機能訓練・生活訓練）  

就労移行支横  

就労継続支援  

地域活動支援センター  
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施設への入所  

E（ackburnち M」rPhyら HoIcnち 侮18rら  

データは、BlackburnetaE．，1981；Murphyetal．，1984；HoF10netaT”1992；KeIleretal．，2000による。  

21  

慶應覿塾大学大野裕先生提供資料   

ケアホーム  

グループホーム  

福祉ホーム  



‾河東秋愚こ不胃十甲可斗微志リノユ呈鷺芳・l－dつ1丁一む己禾忍  
統合失調症患者に対する抗精神病薬併用投与に関する  

国際比較  

日本（00）  

香港（96）  

トリ＝タート・トパゴ（qo）  

シンガポール（99）  

フランス（98）  

ハンガリー（9少  

カナタ（98）  

ドイツ（01）  

イタリア（98）  

韓国（01）  

中国（01）  

台湾（01）  

イギリス（99）   

＝ユージーランド（0α  

オーストラリア（9ぬ  

アメリカ（98）  

ロ単剤 園2剤 ■3剤以上  

0％  20％  40％  0％  
温霹  

虐大  

内科、整形外科等  
併凝血精薄料病院  

神科のない  精神科を   
エ般痴  

単科の  

精神科病院  袋病院－  

救急搬送における医療機関の受入状況等詳細朋査結果  

○調査対象：   

平成20年12月1¢日（火）8＝∽～毘日（月）8：29に東京消防庁管申で救急搬送した全事案（転院搬送除く）  

計9．414件  

図1．医療機関に受入の照会を行った回数：  

0†i  2（）％  40！i  8C弼  80％  100，i  

統合失調症患者・の状態と退院可能性（まとめ）   

全体  
（n；9414）   

精神疾患を背景  
に有する青  
い苫155）  

図2，現場滞在時間  

m  20Ii  40ヽ  80書  80≠  100％  

全体  
（n＝9414）  

精神疾患を背景  
に有する者  
（∩＝15引  

3：ベッド上の可動性、移乗、食事、トイレの使用の  
4横目のうちいすれかでボディタッチを含む援助を要す  
る者、但し1・2を除く   

4：食事の用ま、ま事一般、金銭管理、薬の管理、電  
抒の利用、又い札交通手段の利用のいすれかが非  
常に困難な書、但し1－3を除く   

ら：1・・4以外の者  

1：特別な管理（入所治療）を要する身体合併症   

2；次の項目のうちいずれかを満たす者、但し1を除く  
・自傷他書の可能性中程度以上  
・奇妙な姿勢   毎日  
・幻覚  高度以上  
・罪業感  高度以上  
・緊識  やや高度以上  
・押うつ気分   高度以上  
・薬物療法の必蔓性の惣掛 不十分で服薬しない  

23  

総務省消防庁資料より作成   r精神病床の利用状況に関する偶萱」より（平成19年度厚労科研「精神医療の賞的実せ把憺と最適化に関する総合研究J分担研究）  
tJ  



統合失調症の入院患者における身体合併症（有無・種類）  

身体合併症を持つ人の割合  身体合併症の種規  

内分泌・代謝疾患   

循環巻疾患   

削ヒ器疾患  

筋・甘槽系疾患   

神経系疾患   

呼吸器系疾患  

新生物  

良書疾l  

尿路性器系疾患  

櫨書・中一  

眼疾急  

患染癌  

血掛免疫疾患  

その他   

0．0    5．0   10．0   15．0   20．0   ヱ5．0   弧0  

（有効回答数9′781名）  
n開花首許‾漏選評那花轟貰‾「  

L占】且嬰立党乳透き通囁卓遅出遵軋j  

（有効回答数826名）  

Z6  
静岡県立こころの医療センター平由量鵬生脚資料  「精神病床の利用状況に関する隅査」より（平成19年虔厚労科即精神医療の質的実態把握と最適化に関する総合研究」分担研究） 之8  

症状性を含む器質性精神障害（主に認知症）の  

入院患者における身体合併症の有無                                                                            ＼  
精神病床に入院中の患者における身体合併症の有無  

身体合併症を持つ人の割合   身体合併症の種類  

（有効回答  838人）   

循環器疾患  

内分泌・代謝疾患  

神経疾患  

呼吸器疾患  

消化器疾患  

感染症  

筋骨格系疾患  

尿路疾患  

皮舟疾患  

新生物  

損憮・中毒  

眼疾患  

血液・免疫疾患  

耳疾患  

その他  

（有効回答数3．376人）  
‡博吉花指訂‾茄拓前者≧荘重冨‾1  

0．0  5．0  10．O  15．0  20．0  

ヽ  

「精神病床の利用状況に関する調査」より  
（平成19年度厚労科研「精神医療の質的実態把握と最適化に関する総合研究」分担研究） 27  

L且足型進数通杢邑塑浬蓋生理軋j  
r珊神病床の利用状況に関する調査」より（平成19年度厚労科研「精神医療の質的実態把憧とt道化に関する総合研究」分担研究） 29   



中医臨 診－4  

21．11． 4  

これまでの宿題事項について  

周産期・救急③  

宿題1 重症の患者がNIC〕から後方病床に移行する過程における診療  

報酬上の評価は現状どうなっているか。  

（平成21年9月30日 坂本委員）  

NICUから後方病床に至るまでの診療報酬上の評価  

（1）評価の概要  

NICU病床からの退室者については、   

① 通常の入院基本料及び幼児加算に加えて、看護配置等の条件が  

整った病床においては、新生児入院医療管理加算や超重症児加算  

により、   

② 小児入院管理料を算定する病棟においては、幼児加算、検査や  

処置等の診療に係る費用が包括により 

評価されている（宿題資料1） 

（2）診療報酬上の課題  

NICU（新生児特定集中治療室管理料）については、一度NICUを退   

室すると再度入室して 

とができない。  

また、NICUの定員を一時的であっても超過して患児を受け入れた   

場合については、NICU入室児全員が新生児特定集中治療室管理料を   

算定できなくなる。   

2∞ヱ年  2004年  2005年  2007年  

2007年の病床数は2002年の92．1％に減少  
2007年の施放散は2002年の91二2％に減少  

（総合病院塵礎調査などから井出） 

C）  日本総合癖購精神医学会瓢原♯一郎先生提供デ⊥タより作成  



宿題3 ハイリスク分娩管理加算の効果について、検証部会の調査結果  

を用いて何か分析できないか。  

（平成21年9月30日遠藤委員長）   

宿題2 NICUから地域への移行阻害要因の調査について平成20年度厚  

生労働科学研究報告書において「家族の受け入れ不良」が挙げられ  

ているが、具体的にはどのような記載があったのか。  

（平成21年9月30日坂本委員）   

平成20年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査において、病  

院勤務医の負担軽減策の取組み状況等の把握、負担軽減と処遇改善  

等に関する調査・検証を行った。ただし、調査結果はハイリスク分  

娩管理加算の効果を明確に表すものではなく、勤務負担軽減を検証  

したものである。   

自由記載欄に記載された具体的な意見を紹介すると、多胎妊娠等  

へ対象疾患を拡大すべきとの意見や、病院の収入が増えても産科医  

の処遇改善にはつながっていないとの意見等があった。  

平成20年度厚生労働科学研究の調査において、退院できなし＼理由  

として挙げられた回答の具体的な吉己載は以下の逼りであった（宿題  

資料2）。   

○家族の受け入れ不良   

「家族が受け入れない」、「面会少なく受け入れ不良」等   

○家庭環境   

「核家族で母以外に面倒を見る人がいない」、「他に介護を要する   

人がいる」、「両親の健康状態に問題がある」等   

○地域のサポート体制   

「自施設で在宅人工換気患者のフォローを行っていない」∴「緊急  

時の対応ができない」等。  

診療報酬改定結果検証に係る特別調査（平成20年調査）  

「病院勤務医の負担軽減の実態調査l  

＜自由記載例＞  

○外来診療に係るあなたの業務負担が軽減した理由（ハイリスク分娩管理加算に  

限らない）  

・外来担当日の減少  

・診療体制の効率化 等  

○診療科において実施した経済面での処遇改善内容（産科関連）  

・ハイリスク妊娠、分娩点数を主治医に全額配分している。  

・時間外の分娩手当、夜間緊急手術時の応援者への補助料金が創設された。  

・救急母胎搬送受入の際、初診療医1名lに1回約10000円の手当が付いた。等  

○ハイリスク分娩管理加算についての探題・問題点等  

・適応対象の拡大を要望（既往帝王切開後経膣分娩、双胎妊娠、  

胎盤機能不全、子宮内胎児発育不全など）   

り、イリスク分娩管理加算の対象患者であるが、自然分娩時には保険請求  

ができない。  

・病院の増収にはなるが、当事者の産科医の処遇改善には繋がっていない。等   



宿題5 救急の受け入れ困難事例の詳細調査結果について敢えてほし  

い。  （平成21年9月30日坂本委員）   

宿題4 救急医療に関係する現在の診療報酬上の評価と算定状準（例え  

ばハイケアユニット等について）を教えてほしい。  

（平成21年9月30日対鹿妻鼻）   
救急患者搬送において受入に至らなかった理由のうち、「ベッド満床」  

について平成20年6月に医政局指導課が行ったサンプル調査によると、  

「ベッド満床」には物理的に満床である場合や、物理的に空床があっ  

てもその患者にふさわしい病床が空いていない場合、人員不足等の要  

因が含まれていることが示唆された。   

しかしながら、この調査の基になった「救急搬送における医療機関  

の受入状況等調査」において、受入に至らなかった理由については、  

医療機関との電話でのやりとりの中で聞き取った内容を消防側の判断  

で理由を分類したものであり、この詳細調査の結果を踏まえても、「受  

け入れ困難事例」の詳細についてのはっきりとした原因を明らかにす  

るには至っていない（宿題資料4）。  

救急医療に関してはト救命救急入院料をはじめとする特定人障料に  

よる評価、救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算等の入国基本  

料等加算による評価がされている。  

それ以外の評価については、ハイケアユニットの届出が平成雪0年で  
は68医療機関、776床となっている。   

また、広範囲熱傷特定集中治療室については、25医療機関で牢床の  
届出となっている。ただし、専用の広範囲熱傷特定集中治療室を設け  
る施設基準が算定を困難にしているとの指摘もある（宿題資料3）。  

・言・   



NICU入院後の診療報酬点数の推移   
＜小児入院医療管埋料を算定しない場合＞  

新生児入院医療管理   
加算（常時6：1）：＋800   

－－－．、，．紳一仰ト＿サ．…柵｝＿＿－＿＿叩 

＼  

●‥＿・・ノ  

入院料の後の（）内は診療報酬上の看護配せを記載  
◆1体重により最大90日まで ●2体圭により最大120日まで ●31回の入院中にNICUへの再入院はできない  
●4入院から15日以上30日以内において一般人院基本料は1g2点、特定機能病院入院基本料は207点の加算がつく  
■5 周産期整備指針において看護配置は常時8対1   

N‡CU入院後の診療報酬点数の推移  
＜小児入院医療管理料を算定する場合（1を算定）＞  

‥－  

－・＼‾  
ノ 

入院料の後の（）内は診療報酬上の看護配置を記載  

●1体重により最大90日まで●21回の入院中にNICUへの再入院はできない ■3周産期整備指針において看護配眉は常時8対1   
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急性期■捜における入   

敷●救急1   

－一日17（氾員 1－7887TS点 ＝ ＝＝●・1  書任医師 羊蹄センター内  必丁数   

ーユ8112∝l点  
救命救急之  1一丁日10110よ  暮研書又は書性．急性呼吸不全又は慣性書取不全の急性増募、急 憧心不全、急性線輪中書、ショッ久王1な代ガ陣書、大手輌Ⅶ∴緻欄  

8・・H虻l別柑I■   蘇生鍵、その他外傷、破傷■書で11な状糟   

稗た集中治■童   書任旺岬 覿持主内   ≠峰  
8－11日7珊▲  2対1  

6糾  

3丁50   

■ －廿・…  ・・・・  一叩日 －t川○点  す2鷹熱傷3011以上の暮t広蜘無傷慮書   2●  

51   
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神経内札戚外科歴  

ー川日 5700点   （織♯5年以上） ♯峠電■櫨塊内  ＃岬 8対1  p棟暮、早出血、くも旗下出血の患者がおおむね色調以上   28  

1（ll   

書k陣暮又は書曝．缶性職不全又は憬性呼頓不全の■性糟最．懇  
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一敗蠣躊（叩れ〉   】M烏＋出禾耳 ＝二  
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朋2l  
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「ベッド満床」について  救急搬送における医療機関の受入状況について  

救急医療機関の病床利用率  

○ 救急搬送において医療機関への受入照会回数が多数に及ぷ事案が各地にみられる   

状況を踏まえ、平成20年3月に総務省消防庁より「救急搬送における医療機関の   

受入状況等実態調査」の結果が公表された。   

主な内容については以下のとおり。   
（重症以上情病者搬送人員530，671人から転院搬送人見11gβ48人を除いた、411．625人について納査。）  

（1）医療機関に受入照会を行った回数ごとの件数  
①受入が決定するまでに行った照会回数が4回以上が14387件（3．9％）  

11回以上が1074件（0．亭％）  

②地域別の状況をみると、首都圏、近畿圏等の大都市周辺部において問会回数  

が多くなっている。  
※4回以上の割合が全国平均を上回る県（10都府県）  

（宮城県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、木阪府、  
兵庫県、奈良県）  

○ 第二次・第三次救急医療機関の病床利用率   

（平成17年医療施設静態調査と平成18年病院報告による）  

第二次救急医療機関  第三次救急医療機関  

全国平均 81．8％  

（10県平均 78．8％）   

全国平均 80．6％  

（10県平均 80，8％）  

○ 救命救急センターとセンターが属する病院全体の病床利用率   

（平成20年度 救命救急センター現況調べによる（43都道府県分））  

救命救急センター  センターが属する病院全体  

全国平均 71．3％  

（10県平均 78．9％）   
全国平均 83．7％  

（10県平均 81．3％）  

3  

年生労働■■致鴫伸欄朋（平成20年8月10日〉  

1  

肛生労山雀声政局相場霹（平成20年8月10日〉  

救急医療機関が受入に至らなかった理由としての「ベット満床」の意味について  

（サンプル調査結果①）  

救急搬送において受入に至らなかった理由にういて  

○ 救急搬送において受入に至らなかった理由りとして、以下の項目が挙げられている。  

表1．受入に至らなかった理由ごとの件数（医療機関の区分によらす集計したもの）  

第二次  第三次  総計  

医療機関  

（30施設）  

A．物理的  1．病院全体が物理的に   （1）常に満床（病床が少ない、転院や退   2   2   4   

に満床で  院が滞らている等〉  
ある   

（2）時期こ時間によって希に満床   16   10   26  

2．救急部門の病床は満   （1）常に満床（病床が少ない、一般病床   2   3  

床であるが、一般病床に  

は空床がある。  （2）時期、時間によって希に満床   8   14   22   

風物吐的二・  1．救急部門には空床はあるが、その点者にふさわしい空床が空い  
凪よ空席霊  ていない．（CCU、SCU等の利用区分を設けている。）  

17   10   27  

2．空床はあるが、人 手（看護師等） 10   3   13  
、医療 のっ  

資器材整た病床 がない。   9   5   14   

8．その他   （1）受け入れを断る理虐に使った。  2   3  

（2）消防への情報伝達過程の夏呉解である。  0   

髪‥ニ慧≡∴■毒キニ （3）その他  12   7   19   

2   8   4   5   6   7  

処置困難  ベッド満床  u  手術中・患 者対応中  専門外  医師不在  初診（かかり つけ匡なし）  理由 ぴそ  

22．9％  22．2％  21．0％  10．4％  3．5％   0．2％  19．  

表3．第二次救急医療機関以下に限ったもの★2  表2．第三次救急医療機関に限ったもの＊2  

■  a  2    処置困粗  手術中・息 者対応中    u ベッド満床∃  39．0％  16．2％  15．6％   37．8％  34．5％  12．7％  
2  8  ロ  ベッド満床  手術中・患 看対応中  処置困難  

※ いすれも、消防隊員が、医療機関に依頼したものの受入に至らなかった辛夷において、医療機関との  
電指でのやりとりの中で聞き取った内容を、消防側の判断で．上記1－7に割り振り集計したもの  

＊1救急搬送における医療機関の受入状況等実應調査（総精省消肪庁平成20年8月11日）  
平成用年中に行われた救急搬送のうち、王症以上㈲着搬送人九530．871人から転院搬送を除いた1柑．Mに  
ついて粗査した結果   

＊2 実態脚査のうち集計可能甘宮城県、埼玉黒、東京都、静岡県、愛知県、広も県，御県における数値  

10都府県（宮城れ、茨城県、栃木欄上崎玉県、千葉興、★京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、奈良れ）を通じて調査を実施。  

F救急医環機封ほ†受入に至らなかった理由としての「ベット満床」一について、該当するものを、「各都府県5施設程度、各施設3項目選択」により間宣し、集計。 4  

平成20年5月3の日 精噂畏調べ   



救急医療機関攣入に至らなかった理由としての「ベッド満軌の意味にゎいて  

（サンプル調査結果②）  

］    ご圭二・章一≡≒  

「‾－－－－－－一‘モニ＝：芦－ 

・  十；∴ 二ニ∴ ニ＼、  

第二次救急医療機関からの「ベッド満床について」のコメント  

○ 翌日入院予定のため救急に使用できない。  

○ 専門科目を求める人の増加と夜間の病院の人材不足が一章の原乱  

第三次救急医療機関からの「ベッド満床」についてのコメント  

○相当の努力をして、空床確保に努めており、「ベッド満床」を理由に断ったことはない。現行の医環制度では、  
ておいた方が、努力して空床を伽た舶より、収益は多くなる。旦医盈鮎  

0急性期を過ぎて、後方病院にさせようとしても、なかなか転院できない。これが当院では最大の  甲耶ある。  

0たとえ満床でも「必要な初療処置のみ実施ルて、適切な医療機関への鯨凍という対応もあり織る．．  

0者の受入に辞力しているが（満床でも・2～a人までは受け人れている。）、   

O肺炎などの急性期病態を改善しても、それ以前の全身状態が在宅や療養施設でギリギリの状感で介護され   
ている患者も多く、引き受け辛がないのが実情であり、満床の原因となっている。  

○大学病院には救急医療以外の高度宣門医療を担う役割があり、それに大きな負担をかけて院内転床を   
すすめているが、限界がある。  

基幹病院による受入れ  

地域の基幹病院が応急的  

な他社を行い、その後の治  

療Iま、必芋に応じて転院先  

医療槻開で実地  

搬送  

－   

消防法の一部を改正する法律の概要（平成21年絹1日公痢  

○ 傷病看の搬送及び受入れを円汁に行うことが、傷病者の救命率の向上や後遺症の軽減等の観点か  
ら華な纏こ瑚即時を軽卿県において、難関・地域の消防機関  
等が参国する協紙筆を設置し、地域の搬軒受入ルールを策定することとしたところ；一  
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③救急搬送  

＜搬送・受入ルール＞  

①傷痍者の状況に応じた搬送先と なる医療機蘭のリスト  

②消防鵬が僻者の状況牢確臥、リストの申か   
ら搬送先医療機関を選定するためのル⊥ル l  

③消防機関が医療機矧こ対し傷病者の状洩を伝達する  
ためのルール  

④搬送先細削が 速やかに決凱なし合ヒおいて   

傷病者を受け入れる医療機関を確保す惑ためのルール  

都道府県において、医療機関、地域の医師会、  

消防機関等が参画する協純金を設置し、地域  

の搬送・受入ルールを策定  

地域の搬送・受入ルールの策定  

搬送一受入の調査・分析  総務大臣  
厚生労働大臣  ※既存のメディカルコントロール協沈金等の活用を想定  

指針の策定等の援助  消防機関lま、搬送・受入ルールを  医療機関は、搬送・受入ルールを  

施行期日：公布の日から6月以内の政令で定める日  



看護職員の需給状況に関する  

専門委員意見  

中央社会保険医療協議会  

基本問題小委員会  

2009年11月4日  

専門委員  

社団法人 日本看護協会 坂本すが  

看護職鼻の就業者数は1960年代以降、増加の一途であり、現在は約133万人となっている。  

看護職鼻就業者数の推移（1960～2006年）  
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【出典】看性職員数二「雷性関係統計資料集」人口：総務省「推計人口J   



看護職鼻就業者数の経年変化は、新卒就業や再就業による増加があるものの、離職にともなう潜在化ドより、1年間で  
1．3万人のみの増加にとどまる。  

医師に比べると看護職員数の都道府県格差は小さく、地域偏在が際立って大きいとはいえない。  

医師および看護職長の都道府県別の偏在   

（100床当たりの全国平均値を1とした場合の割合）  

病院就業看護職の就業者数の構造  
（1．3万人増）   

2006年末  

2005年未  2．0  

1．8  
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1．0  

0．8  

0．8  

0．4  

0．2  

0．0  
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北★せ曹秋山積茨城群楕千東沖新書石積山長峰静た三滋京大兵精和▲も岡広山鳩響彙高積佐丘柵大官よ沖  
淋最早城田静■槻木馬王事京無明山川井紫野◆岡知暮大都阪ヰ鼻歌取銀山▲口■川嬢知岡兼岬＊分峰児縄  
暮れ県県県県県県県れ県県♯川れ県県県県県れれ県県県府府県県山れ県れ県れ県県県県れ県県県県県鳥県  

県  県  外  

5  

【出典】厚生労働省「医療施設調査」、国勢調査、平成17年  

渾1厚生労働省匿政局■轟排公表薫割  
耗2■雄関係統計責料集入学定■は、2008年卒♯警の入学時の走▲で算出．また大学は書技師走■のみに加嘉（同一学生で枚数課程1櫨のため）  
※3 日本看護協会2087年病院■練実態綱董による推計  ※4就業者媚、新卒社業着数、膿れ著赦lこよる推計  
※5厚生労働省「医療安全の確保に向けた隈縫師助塵辞書雄師法専のあり方に湘する検討会J★1同士料  
※¢宮嶋偉、中田書文：■雄媚員の潜在イヒ勤向とその要因．1TECWo舶npPaporSoH080か08Soptombor2008  

年代別の就業状況では、30代でいったん減少して40代で復職するというM字型の就業構造である。  第6次看護職員需給見通しにおける都道府県別看護職員数によると、経年的には需給見通しの差は綺小傾向にある。  
最も低い地方でも奈良県のg4．0％であり、全体の不足傾向は縮小している。  

看護職鼻の年代別就業状況  

都道府県別の看護職鼻需給割合  88．肌（％）  
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北書岩音秋山橿茨城群埼千★神新書石檀山長岐静愛三滋京大兵棄和▲島岡広山徳書愛書渾佐畏熊大官よ沖  
漬さ手城田形島槻木■玉葉貫棄潟山川井梨野ヰ関知1暮も阪眞長歌取根山1ロも川躁知岡兼疇本分疇児縄  

山  

ー醐一平成22年  

【出典】厚生労働雀「第8次書護れÅ需給に閲する検討会」責料より改繍  

試  用  

25歳末満 25～29 30～34 35～39 40～44 45－49 50～54 55～59 60歳以上  6  
【出典）】①事護れ員就業者赦＝「衛生行政報告例（川4年度）」厚生労働省統計情報醜  

②免許取得者赦（推計）＝★六次書雄職員需給見通し検討会t料 ①全産業就業犀＝「散薬構連基本粥壬（H14年）」総潤省統計局   
準」   



看護職見の多くは家事・育児と仕事を両立しているため、就労の継続が困難になれば、離職して潜在看護職具になるか、  
非常勤職員に移行せざるを得ない。また過労死の者が出るくらい、過酷な業務といえる。  

常勤看護職鼻の離職率の全国平均は12．6％である（2007年度）。  
離職率が高いのは、東京（17．8％）、大阪（け3％）＞他45道府県であり、人材の確保が容易であるはずの大都市部  
で離職率が高い傾向にある。一方で離職率が全般的に低いのは、東北・北陸地方である。  

看護職鼻の就労実態  

看護職旦の離職率（都道府県別）  
◆看護職の多くは「働く母親」※1  

・女性の看護職のうち、6割が既婚（離死別を含む）。  
・既婚の看護職の8割には子どもがおり．平均2．1人となっている。   

「家庭生活との両立」を優先  
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■子供あり  

ロ子供なし  

n無回答・不明  

◆夜勤・超過勤務が「あたりまえ」の現場の状況薫2   

▼1か月の超過勤務時間23■時間   

※日本でもっとも超過勤務が長い業種は「道路貨物運送業」（トラック運転手）の30，1時吼 看護職はこれに次ぐ長さ。  

・院内研修や看護研究、始業前に始める患者の情報収集など、超過勤務と扱われない時間も長い。  
・交代制勤務で、勤務と次の勤務の間腑～6時間。家事・育児で仮眠の間もなく、次の勤務につく状況である。   

焉「家庭生活との両立」が困難  
北書岩官秋山檀茨栃群椅子兼神新書石橿山長畦静愛三滋京大兵東和鳥島間広山技手愛高積佐畏絶大宮應沖  
満点手城田形島城木馬玉葉京尭潟山川井製野阜岡加重賀勧阪庫良歌取租山鳥口島川機知岡天晴本分崎児縞  
遣れ県県県県県県県県県県郁川県県県県県県県県県県県府府県県山県県県県県県県県県県県れ県県県鳥県  

県  県  県  

◆過労死に関する判例：25歳国立循滑器病センター看講師くも旗下出血死（村上）事件椚  

・夜間勤務や不規則労働を伴っていることから、超過勤務が60晴間以下でも過労死と判断されている。   

※判決理由では、「時間外労働時間の料のみに基づいて行うことは相当でなく、その判断は、時間外労働時   
間の量に併せ、実際に従事していた業務の質的な面を加味し、総合して行うことが必要である」とされた。  

9   

【出典】※1日本署護協会「看護職員実態椚査」2005年、※2「時間外労働・夜勤・交代制勤務等緊急実態調査」2DO8年※3大阪高裁平成20年10別0日判決（平成20年（行コ）第37骨）  

7   

【出典】日本看採協会「病院における看嬢職員需給状況調査」2008年  

労働安全が整備されている状況にないため、看護職点が働き続けられる環境を整え、定着を促進する病院の努力を支援  
する方策が必要である。  

潜在看護職員の離職理由は、ライフイベントの他に、勤務時間の長さや超過勤務、夜勤の負担によるものが大きい。  

潜在看護職長の離職理由  
看護職長の就労を巡る課題  

妊娠・出産（3位／1位）  

結婚（1位佗位）  

勤務時間が長い・超過勤務が多い（－イ3位）  

子育て（2位／4位）  

夜勤の負担が大きい（一路位）  

（1）夜間の労務管理  

◆夜勤体制   
3交代・2交代それぞれに2人夜勤など  

の課題  

◆当直勤務体制   
4人に3人が許可要件に非該当「／  

自分の健康（5位伯位）  

転居（10位〝位）  

書件の舌き・瞑癖毛蝕 

伏脱が取れない（－一伯位）  

配偶者の転勤（7位／10位）  

他の微増への興味（4位／－）  

定年（6位／－）  

自分の適性一能カヘの不安（8位／－）  

親族の健康・介穫（9位／－）  

／㌘漂還慧≡当の扱い  
23．4時間中の手当支払いは7．9時間のみ  

（2日間に相当する労働が未払い）  

◆管理監督者の扱い  
中間管理職の4害胴こ時間外勤務手当   

ざ
L
し
＼
 
 

◆長時間労働   
「過労死危険レベル」が23人にひとり  

◆36協定の未締結  
半数近くの施設で未締結  の未払い  

休憩の取り扱い   
取れなかった休憩はサービス残業扱い  

0．0％ 10．0％  20．0％  30．0％  40．0％  50．0％  60．0％   

■看護管理者が把握している離職理由（上位10位） ■潜在看捜職員の離職理由（上位10位）  8  

【出典】日本看護協会「潜在ならびに定年退職看護職員の競業に関する意向調査報告書」2007年3月  

10   



7対1看護配置の新設後も、看護職具催傑状況において、地域間格差の傾向は特段みられなかった。  

過疎地域における確保割合の平均は72．6％であった。（全国平均69，9％（N＝1479病院））  
看護職長の需給状況について（まとめ）  

にあるため、不足感の原因は、  病院の立地別にみた看護職鼻を確保できた割合  
70％以上確保できた病院  職♯■ヰ職長敵および地域傭在   

◆看護池貝の就菱音数は約133万人であり、1年間で1．3万人増加している。   

◆第6次看護職員需給見通しでは、全仕の不足傾向は縮小している。  
（充足率は最低の地域でも90％台を確保し、平均は96．8％）   

◆都道府県別の就業者数をみると、医師に比べて地域偏在は小さい。  

虜虜の立 地   

東京23区・政令指定都市（平均71．6％）  

〔＝376  

離職を減らすことが必要である。  
過疎地域指定市町村（平均72．6％）  

【＝140  

その他の市町村（平均68．8％）  

n＝g52  

奮t1日■1の納車および牡轍理鹿  

◆常勤者護職長の離職率は全国平均12．6％であり、地方よりも大都市圏において高い。  

；雲霞詣豊謡畠碧空霊濫髭濫諾豊㌫恐慌iるたよの地価  
0％ 10％ 20鴇 3仇 40％ 50％ 60％ 70％ 80鴇 gO％ 100％  

確保 で き た割 合（％）  
Total：n＝川7g病院  

口100繁確保した  画90－100艶未満確保した  ロ80－90施米溝確保した   ロ70－80艶未済確保した  

■60・－70％未満確保した   田50－601未済確保した   臼40－50％未満確保した   コ30－10繁＊満確保した  

□20・－30％木浦稚保した   DlO・－20％朱謂確保した   口1－10艶未満確保した   □0％（1人も確保できなかった〉  

口熱回書・不明  113 

【出典】日本看護協会「2∞7年度当初の看護職Å確魚に関する緊急アンケート」  

7対1看護配置の新設後、看護職員確保状況において、病床規模による格差の傾向は必ずしも認めなかった。  

稼働病床数別の看護職鼻を確保できた割合  

稚働病床数  

200床以上（平均75．6も）  

n＝503  参考資料  

100－1991末（平均朗．8艶〉  

n＝470  

9g床以下（平均朗．硝）  

n＝431  

0繁   10ち   

Total：n＝1479病院  

201  30篤   40篤   50％   60％   70！と  801  

確保できた引合（も）  

90繁  100！；  

800ーtOO懐真相侵した  臼88－9肺未満け保した  口？0－8仇未満稚保した  
D00－7鴎兼蕩It侵した  ロ60－8胱無慮Il侵した  □40－5晒康虞蘭侵した  B30一利汽兼j蔦確保した  

■】0瑚侵した                                        仏抑－3肪兼篇確保した  ロ10－2㈹未満確保した  ローl（拘束蕩け課した  ロ鴨（l人も相集できなかった）  12  14  

【出典】日本看護協会r2007年度当初の看護職員確保に関する緊急アンケート」   



20～50歳未満では一般女性と比較して看護職の有配偶率は低い傾向があり、未婚率は高い傾向がある。  7対1入院基本料や10対1入院基本料を算定している施設であっても、2人夜勤体制の施設が2～3割以上存在している。  

年齢別未婚率・有配偶率  一般病棟における夜勤体制の実態（3交代）   
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7対1入院基本料  
（総看護単位数＝2，494〉  

準7対1入院基本料   

（総看護単位数＝9）   

10対1入院基本料  

（総有性単位数＝乙733）   

13対1入院基層料  

（総看穫単位数＝1g9〉  

15対1入院基本料  
（総看護単位数＝198）  

特別入院基本料   
（総看護単位数＝6）  20～24  芦5～29  30－84  35－39  40～44  45～49  50－54  55－59 歳  

一般女性・有配偶率 一◆一看住職・有配偶率 ‥▲‥一 般女性・未婚率 一●一考抜放t未婚率  0％  20％  40％  60％  80％  

■2人夜勤 ■3人夜勤 4人夜勤 5人以上夜勤  

15  

【出典】総務省r2005年国勢調査報告j（一般女性）、日本看護協会r2005年甘雄職Å実態調査ノ（■棟職）  

17  

【出典】日本看護協会「病院における看護職且需給状況調査」2008年  

30歳以上の層では看護職の有子率が一般女性の有子率を上回っており、看護職の多くは「働く母親」といえる。  当直勤務者の4人に3人は、労働基準監督署が示す「当直」の定義に当てはまらない（終夜業務が継続して仮眠が取れな  
い状態である）。  

さらに、当直勤務者の4割は、当直明けが休みとなっておらず引き続き日勤に入っている。  

年齢別有子率   
当直勤務体制の実態   

当直勤務明けは休日か  

t  一般女性  

†卜者護職  

1そうなっていない  

ロそうなっている  

20～24 25－29 30－34 35・－39 40・・44 45－49 50～54 55■｝59 歳  

※労働基準監督署の見解では、r当直」とは、定時的巡視・緊急の電結うけ・非常事態に償えての待機相席の軽度の業務が前提とされている。  

18  

【出典】日本看雄協会「時間外勤縄、夜勤・交代制勤務専緊急実態調査」Z∞8年   

16  

【出典】国立社会保杵・人口同債研究所「2001年第5国人口移動調査」（一般女性）、日本看護協会r2005年看護職Å実態調査」（有漢職）  



労働基準監督署より何らかの調査を受けた病院は約2幸化なっている。  
交代制勤務者の23人に1人は、過労死危険レベル（月60時間を超える時間外勤務）である。  

交代制勤務者の時間外勤務時間数の分布  最近2年間に労働基準監督署の調査を受けたか  

1うけた   

uうけていない   

りわからない   

暮無回答  

㌔㌔㌔㌔ ㌔㌔㌔  
19  

【出典】日本■揉協会「時間外勤務、夜勤・交代制勒痛等緊急実態調査」2008年  

… 

㌔…  

21  

r看護管理者調査」N三1425  

時間外労働のうち手当が実際に支払われたのは4割程度であり、また中間管理職では制度的に支給されない又は上限付  
きとなっている病院が4割程属となっており、未払い残業（いわゆるサービス残業）があるとみられる。  休日・時間外勤務に関する36協定を綿棒している病院が半数程度にとどまっている。  

休日．時間外勤務に関する36協定を締結しているふ  時間外勤務手当の支給状況  

時間外労働時間に対する手当の支給状況  

uしている   

■していない  

■わからない  

ト∪無回答  

ー■甲田田田野  

棚彿料肺臓 2．572壷；養：：‥9・5 0・1150  

うち申告時間数   2．餌2  8．3  4．5   0．0   93  

諾諾肋 2・438くま：さ：ン4・0 0・0 90  

や ㊥♂l♂ 
， 

22  

【出典】日本看護協会「時間外勤務、夜勤・交代制勤務零緊急夷態調査」2008年   

20   

「看護管理者飼主JN三1425  



潜在看護職員の約8害は、看護職として働きたいとの意思があることから、再就業の意向は高いといえる。  
看護職員の離職率を病院設置主休別にみると、「都道府県・市町村」の離職率が9．2％で最も低〈、「学校法人並  

びにその他の法人」が15．4％で最も高い。  

潜在看護職具の再就業意向  
看護職長の離職率（設置主体別）  

無回答  
2．5％  
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再就業意向  

割合  件数  性徴として働きたい  77，6l  2．82  桂根として働く気はない  5．2l  柑1  ◆ちらでもない  ＝＝汁  5く】  国電  2，5l  十    9  国：厚生労働省・国その他・独立行政法人国立病院機構・国公立大学法人・独立行政法人労働者健康福祉機構・その他の独立行政法人  
公的医療機関：日赤一済生金・厚生連・国民健康保険団体連合会  
学校法人ならびにその他の法人：社会福祉法人、医療生協等  23   

【出典】日本着雄協会r病院における看護職Å需給状況調査J2DO8年  

25  

【出典】日本看護協会専門職支援・中央ナースセンター事業部「潜在ならびに定年退職看護職長の就業に関する意向調査報告書」2007．3  

専門看護師・認定看護師は、専門的な知識と技術に裏付けられた水準の高い看護ケアを提供し、医療の質向上に大き〈  
貢献している。 

20代の看護職長の課題は早期離職等であり、新卒看護職員の1年後の病院就業者数は定見の約7割まで減少する。  

看護師養成・確保の課題   

看護師の養成と就業状況  

専門看護師・認定看護師の専門領域と資格要件  

専門看護師  
■実務研修5年以上（そのうち1年は修士詳程修了後の実務研修）  
■看護系大学院修士課程修7、専門看護師カリキュラムの単位取周 ⇒専門看護師認定審査  
■特定の専門看護分野知識及び技術を深め、水準の高い看護ケアを効率よく提供  
■保健医療福祉の発展に貢献、看護学の向上をはかる  

．、．入学定員仙4β．800人｝．  

国家試験合格  41，印0人（定員の85％・卒業者数の91％） 

病院に就職  38，300人（定員の78％咽家紋験合格者数如2％）  

分野名 ．がん■護  精神看護  地域書護  老人看性  小児看護  母性看護  慣性疾患  急性・王症 感染症看  官族支緩  
看性  急青春ほ  性  

合計302  128  52  9  14  27  り  25  28  

（診療所に就職 471人 ）  
認定看護師  
■実務研修5年以上  
■認定看護肺教育抹程修了（6ヶ月以上）⇒認定看護師琵走者査  

■熟練した看護技術と知紳癌用いて、水準の高し＼看護を実践  
■看護硯蠍こおける看護ケアの広がりと賞の向上をはかる  

離職率9．2％  病院就職1  年以内   

「がん放射は療法才憤」「脳卒中リハビリテーション看護」は2009年間欄  

威風憬骨革葺麿賃間習慣習君恩常習濫獲  
含書十  引7  395  080  754  419  471  
5795  

※2009年9月の登録者数  

150   88   140  155   95   201 108   94   1132  87   131  

26   

※看護師3年課程・2年課程（大学・短大含む）の2006年3月卒業状況による概算  
『看護関係統計資料集』（日本有機協会出版会）および厚労省警護課発表資料による  
離職率は、日本看護協会2007年病院看護実態調査による（1年後の病院就業者赦は推計値）  

24  



専門看護師、認定者護師数は、現行の教育棟関数を前握とすると、2012年に1万人を突破する。  

専門看護師、認定看護師の認定者数（予測）  

29  

55＿ 58－－    ．83‾ ‾ ‾                塞葺選一等量堅紅面二耐一－。。－7  


